
証券コード 9991

2026年６月25日（木曜日）
午前10時（午前９時開場予定）

日 時

場 所

第59回

定時株主総会
招集ご通知

東京都文京区後楽一丁目３番61号
東京ドームホテル
地下１階 シンシア

第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 �取締役（監査等委員である取

締役を除く。）６名選任の件
第４号議案 �監査等委員である取締役３

名選任の件
第５号議案 �補欠の監査等委員である取

締役１名選任の件
第６号議案 �取締役（監査等委員である

取締役を除く。）の報酬等
の額決定の件

第７号議案 �監査等委員である取締役の
報酬等の額決定の件

第８号議案 �取締役（社外取締役および
監査等委員である取締役を
除く。）に対する業績連動
型株式報酬等の額および内
容決定の件

第９号議案 役員賞与の支給の件

議 案

議決権行使期限（書面・インターネット）

2026年6月24日(水曜日)
午後5時30分まで

「支える力」で、未来を拓く。
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株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を
賜り厚く御礼申しあげます。

第59回定時株主総会を2026年6月25日
（木曜日）に開催いたしますので、ここに招
集ご通知をお届けいたします。

当社グループは、2025年2月に策定した
新理念体系で掲げる「目指す姿」の実現に向
け、重仮設事業を核に事業領域を拡大し、事
業ポートフォリオの多様化を推進することに
より、企業価値の向上を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一
層のご指導ご支援を賜りますようお願い申し
あげます。 2026年６月８日

ジェコス株式会社
代表取締役社長 野房 喜幸
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株 主 各 位
（証券コード 9991）

2026年６月８日
（電子提供措置の開始日 2026年５月29日）

東京都文京区後楽二丁目５番１号

代表取締役社長 野 房 喜 幸

第59回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、当社第59回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
本株主総会の招集に際して、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）は電子提

供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに掲載しております。

[当社ウェブサイト] https://www.gecoss.co.jp/investors/stock/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

[東京証券取引所ウェブサイト]
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名（ジェコス）または証券コード（9991）を
入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、下記のいずれかの方法によって議決権を行使することができま
すので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使く
ださいますようお願い申しあげます。

[書面により議決権を行使される場合]
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、下記の日時までに
到着するよう折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。
[電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使される場合]
後記の「インターネット等による議決権行使」のご案内に従って、下記の日時ま
でに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

議決権行使期限 2026年６月24日（水曜日） 午後５時30分

敬 具
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記
1. 日 時 2026年６月25日（木曜日）午前10時 （午前９時開場予定）
2. 場 所 東京都文京区後楽一丁目３番61号 東京ドームホテル 地下１階 シンシア
3. 目的事項
報告事項1. 第59期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算

書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第59期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
第８号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する

業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
第９号議案 役員賞与の支給の件

4. その他株主総会招集に関する決定事項
（1）代理人により議決権を行使される場合は、株主様ご本人の議決権行使書用紙と委任状をご提出

ください。
（2）議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとし

て取り扱わせていただきます。
（3）書面と電磁的方法（インターネット等）により、二重に議決権を行使された場合は、電磁的方

法により行使されたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
（4）電磁的方法（インターネット等）によって、複数回数、議決権を行使された場合は、最後に行

使されたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
1. 議決権の代理行使につきましては、定款の定めにより、議決権を有する株主の方１名様に委任する場合に限

られておりますので、ご了承ください。
2. 書面交付請求されていない株主様には、本招集ご通知のみをご送付しております。
3. 書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令および定款の定めにより、「主要な事業内容」、

「主要な営業所および工場」、「従業員の状況」、「主要な借入先」、「会計監査人の状況」、「業務の適正を確保
するための体制および当該体制の運用状況」、「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」、「株主資本等変
動計算書」および「個別注記表」を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際
し、監査役および会計監査人が監査をした書類の一部であります。

4. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

2026年05月25日 10時02分 $FOLDER; 4ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



お問い合わせ
三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

0120-652-031
（受付時間 9時～21時）

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

ご注意事項
●一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議
決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」
をご入力いただく必要があります。
●インターネット等と書面により重複して議決権を行使され
た場合は、インターネット等による議決権行使を有効なも
のといたします。また、インターネット等によって複数回
議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な
議決権行使としてお取扱いいたします。
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議決権行使方法についてのご案内
株主総会にご出席される場合
株主総会へ出席 株主総会開催日時

2026年６月25日（木曜日）
午前10時

（午前９時開場予定）

同封の議決権行使書用紙を会場受
付にご提出ください。

株主総会にご出席されない場合
書面による議決権行使

行使期限
2026年６月24日（水曜日）
午後５時30分到着分まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご
表示いただき、行使期限までに当社株主名簿管理
人に到着するようご返送ください。議決権行使書
面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛
成の意思表示をされたものとして取り扱わせてい
ただきます。

インターネット等による議決権行使
行使期限

2026年６月24日（水曜日）
午後５時30分行使分まで

次ページのご案内をご参照のうえ、行使期限まで
に画面の案内に従って賛否をご入力ください。

機関投資家の皆様へ 株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラッ
トフォームにより議決権をご行使いただけます。
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スマートフォン等による議決権行使方法

※�QRコードは（株）デンソーウェーブの
登録商標です。

❶ �議決権行使書用紙に記載のQR
コード®を読み取ります。

❷ �株主総会ポータル®トップ画面
から「議決権行使へ」ボタン
をタップします。

❸ �スマート行使®トップ画面が表示
されます。以降は画面の案内に
従って賛否をご入力ください。

本株主総会においては、株主総会ポータルを通じて、株主様より目的事項に関するご質問を事前に承ります。いただ
いたご質問の中で株主の皆様の関心が高いと思われるご質問については、本株主総会にて取り上げさせていただく予
定です。
上記の議決権行使方法と同様に、株主総会ポータルにアクセスいただき、トップ画面から「事前質問へ」ボタンを
タップ／クリックします。「事前質問のご入力」画面が表示されますので、以降は画面の案内に従ってご質問をご
入力ください。
※いただいたご質問への回答をお約束するものではなく、また、個別の回答もいたしかねますので、ご了承ください。

事前質問受付のご案内 事前質問受付期限 2026年６月17日（水曜日）午後５時30分まで

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン
以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

パソコン等による議決権行使方法

株主総会ポータルURL ▶https://www.soukai-portal.net
議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。 ▶https://www.web54.net

インターネットによる
議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2026年６月24日（水曜日）午後５時30分まで
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株主総会参考書類
議案および参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重点課題として位置付けております。
中期経営計画（2025~2027年度）においては、「配当性向40％程度、株主資本配当率

（DOE）2.5％以上」を目安とする配当方針としております。
第59期の期末配当につきましては、上記方針を適用し、以下のとおりといたしたいと

存じます。
（1）配当財産の種類

金銭
（2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金44円 総額1,486,920,820円
なお、2025年12月に中間配当として１株につき金25円をお支払いしており、当期
の年間を通じた剰余金の配当は１株につき金69円（配当性向39.7％、DOE3.6％）
となります。

（3）剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月26日

2026年05月25日 10時02分 $FOLDER; 7ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 7 ―

第２号議案 定款一部変更の件

１．提案の理由
取締役会の監督機能の強化を図るとともに、取締役会における経営方針や中長期的な経営

戦略に関する議論の充実、ならびに経営の意思決定の迅速化を目的として、監査等委員会設
置会社へと移行いたしたく、監査等委員会および監査等委員である取締役に関する規定の新
設、監査役会および監査役に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の委
任に関する規定の新設等、所要の変更を行うものであります。

２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
なお、本議案に係る定款変更は、本総会の終結の時をもって、効力を生じるものといたし

ます。
（下線は変更部分を示します。）

現行定款 変更案
第１章 総 則 第１章 総 則

第１条〜第３条 （条文省略） 第１条〜第３条 （現行どおり）
（機 関）
第４条 当会社は、次の機関を置く。
１ 取締役会
２ 監査役
３ 監査役会
４ 会計監査人

（機 関）
第４条 当会社は、次の機関を置く。
１ 取締役会
２ 監査等委員会

（削除）
３ 会計監査人

第５条 （条文省略） 第５条 （現行どおり）
第２章 株 式 第２章 株 式

第６条〜第11条 （条文省略） 第６条〜第11条 （現行どおり）
第３章 株主総会 第３章 株主総会

第12条〜第17条 （条文省略） 第12条〜第17条 （現行どおり）
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現行定款 変更案
第４章 取締役および取締役会 第４章 取締役および取締役会

（員 数）
第18条 当会社の取締役は、11名以内とす

る。

（員 数）
第18条 当会社の取締役（監査等委員である

取締役を除く。）は、11名以内とす
る。

（新設） ② 当会社の監査等委員である取締役は、
５名以内とする。

（選 任）
第19条 取締役は、株主総会において選任す

る。

（選 任）
第19条 取締役は、監査等委員である取締役

とそれ以外の取締役とを区別して、株
主総会において選任する。

②〜③ （条文省略） ②〜③ （現行どおり）
（任 期）
第20条 取締役の任期は、選任後１年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までと
する。

（任 期）
第20条 取締役（監査等委員である取締役を

除く。）の任期は、選任後１年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までと
する。

（新設） ② 監査等委員である取締役の任期は、選
任後２年以内に終了する事業年度のうち
最終のものに関する定時株主総会の終結
の時までとする。

（新設） ③ 任期の満了前に退任した監査等委員で
ある取締役の補欠として選任された監査
等委員である取締役の任期は、退任した
監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとする。
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現行定款 変更案
（新設） ④ 補欠の監査等委員である取締役の選任

に係る決議の効力は、選任後２年以内に
終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の開始の時までとす
る。

第21条 （条文省略） 第21条 （現行どおり）
（招集、招集者および議長）
第22条 取締役会の招集通知は、各取締役お

よび各監査役に対し会日の３日前まで
に発するものとする。ただし、取締役
および監査役全員の同意があるときは
この限りでない。

（招集、招集者および議長）
第22条 取締役会の招集通知は、各取締役に

対し会日の３日前までに発するものと
する。ただし、取締役全員の同意があ
るときはこの限りでない。

②〜③ （条文省略） ②〜③ （現行どおり）
第23条 （条文省略） 第23条 （現行どおり）

（新設） （重要な業務執行の決定の委任）
第24条 当会社は、会社法第399条の13第６

項の規定により、取締役会の決議によ
って重要な業務執行（同条第５項各号
に掲げる事項を除く。）の決定の全部
または一部を取締役に委任することが
できる。

第24条〜第25条 （条文省略） 第25条〜第26条 （現行どおり）

2026年05月25日 10時02分 $FOLDER; 10ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 10 ―

現行定款 変更案
第５章 監査役および監査役会 （削除）

（員 数）
第26条 当会社の監査役は５名以内とする。

（削除）

（選 任）
第27条 監査役は、株主総会において選任す

る。

（削除）

② 監査役の選任については、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分
の１以上を有する株主が出席してその議
決権の過半数をもって行う。

（任 期）
第28条 監査役の任期は、選任後４年以内に

終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時株主総会の終結の時までと
する。

（削除）

② 任期の満了前に退任した監査役の補欠
として選任された監査役の任期は、退任
した監査役の任期の満了する時までとす
る。

（補欠監査役の選任に係る決議の効力）
第29条 補欠監査役の選任に係る決議の効力

は、選任後４年以内に終了する事業年
度のうち最終のものに関する定時株主
総会の開始の時までとする。

（削除）
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現行定款 変更案
（常勤の監査役）
第30条 監査役会は、その決議によって常勤

の監査役を選定する。

（削除）

（招 集）
第31条 監査役会の招集通知は、各監査役に

対し会日の３日前までに発するものと
する。ただし、監査役全員の同意があ
るときはこの限りでない。

（削除）

（決議の方法）
第32条 監査役会の決議は、法令に別段の定

めある場合を除き、監査役の過半数を
もって行う。

（削除）

（監査役の責任免除）
第33条 当会社は、会社法第426条第１項の

規定により、任務を怠ったことによる
監査役（監査役であった者を含む。）
の損害賠償責任を、法令の限度におい
て、取締役会の決議によって免除する
ことができる。

（削除）

（監査役の責任限定契約）
第34条 当会社は、会社法第427条第１項の

規定により、監査役との間に、同法第
423条第１項の賠償責任を限定する契
約を締結することができる。ただし、
当該契約に基づく賠償責任の限度額
は、法令が規定する額とする。

（削除）

（新設） 第５章 監査等委員会
（新設） （常勤の監査等委員）

第27条 監査等委員会は、その決議によって
常勤の監査等委員を選定することがで
きる。
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現行定款 変更案
（新設） （招 集）

第28条 監査等委員会の招集通知は、各監査
等委員に対し会日の３日前までに発す
るものとする。ただし、監査等委員全
員の同意があるときはこの限りでな
い。

（新設） （決議の方法）
第29条 監査等委員会の決議は、議決に加わ

ることができる監査等委員の過半数が
出席し、その出席監査等委員の過半数
をもって行う。

第６章 計 算 第６章 計 算
第35条〜第38条 （条文省略） 第30条〜第33条 （現行どおり）

（新設） 附 則
当会社は、第59回定時株主総会終結前の行

為に関する会社法第423条第１項所定の監査
役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責
任を、法令の限度において、取締役会の決議
によって免除することができる。
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第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

取締役６名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、第２号議案「定
款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしま
す。
つきましては、監査等委員会設置会社に移行後の取締役（監査等委員である取締役を除

く。以下、本議案において同じ。）６名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の決議の効力は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決さ

れること、および同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるもの
といたします。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 氏名 現在の当社における

地位、担当
取締役会
出席状況

１ 再任 野
の ぶ さ
房 喜

よしゆき
幸

（男性）
代表取締役 社長
CEO

14回/14回
（100％）

２ 再任 石
いしざわ
澤 毅

たけし

（男性）

代表取締役 専務執行役員
安全・防災・環境管理部、技術総括部、第1技術部、
第2技術部、ジオ・エンジニアリング部の担当

14回/14回
（100％）

３ 再任 田
た む ら
村 挙

きよかつ
勝

（男性）
代表取締役 常務執行役員
第２事業本部の担当、兼第２事業本部長

14回/14回
（100％）

4
新任
社外

阿
あ べ
部 昌

まさひこ
彦

（男性）
ー ー

5
再任
社外
独立

村
む ら た
田 恒

つ ね こ
子

（女性） 社外取締役 14回/14回
（100％）

6
新任
社外
独立

大
お お き
木 聡

さとる

（男性）
ー ー
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

１

野
の ぶ さ
房 喜幸

よしゆき

（1963年3月22日生）
(男性)
再任

1985年４月 川崎製鉄株式会社 入社
2009年４月 JFEスチール株式会社 営業総括部輸出総

括室長
2011年４月 同社 経営企画部海外事業総括室長
2016年４月 同社 常務執行役員
2019年４月 同社 専務執行役員
2021年４月 当社 顧問
2021年６月 当社 代表取締役社長（現任）
[執行役員の担当]
ＣＥＯ

11,900株

［取締役候補者とした理由］
野房喜幸氏は、ＪＦＥスチール株式会社の要職を経て当社の取締役に就任し、取締役

として十分な実績を有しており適任であることから、あらためて選任するものでありま
す。

2026年05月25日 10時02分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 15 ―

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所有する

当社株式の数

2

石
いしざわ
澤 毅

たけし

（1965年１月18日生）
(男性)
再任

1989年４月 川崎製鉄株式会社 入社
2008年４月 JFEスチール株式会社 東日本製鉄所（千

葉地区）設備部土木・建築室長
2011年７月 同社 東日本製鉄所（千葉地区）商品技術

部建材加工室長
2014年４月 同社 建材センター建材開発部土木技術室

長
2016年４月 同社 建材センター建材開発部長
2019年４月 同社 建材センター建材技術部長
2020年４月 当社 執行役員
2022年４月 当社 常務執行役員
2022年６月 当社 取締役 常務執行役員
2024年４月 ジェコス設計株式会社 代表取締役社長

（現任）
2026年４月 当社 代表取締役 専務執行役員（現任）
［重要な兼職の状況］
ジェコス設計株式会社 代表取締役社長

［執行役員の担当］
安全・防災・環境管理部、技術総括部、第１技術部、
第２技術部、ジオ・エンジニアリング部の担当

2,800株

［取締役候補者とした理由］
石澤毅氏は、ＪＦＥスチール株式会社の要職を経て当社の取締役に就任し、取締役

として十分な実績を有しており適任であることから、あらためて選任するものであり
ます。

2026年05月25日 10時02分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 16 ―

候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

3

田
た む ら
村 挙勝

きよかつ

（1967年5月31日生）
(男性)
再任

1990年４月 当社 入社
2010年４月 当社 大阪営業本部第２営業部長
2011年４月 当社 東京営業本部第２営業部長
2013年 4月 当社 東部第２事業本部東京第３部長
2014年 4月 当社 西部事業本部大阪支店長
2017年４月 当社 工事本部東京工事部長
2020年４月 当社 執行役員
2023年４月 当社 常務執行役員
2024年 6月 当社 代表取締役 常務執行役員（現任）

［執行役員の担当］
第２事業本部の担当、兼第２事業本部長

2,022株

［取締役候補者とした理由］
田村挙勝氏は、当社の要職を経て当社の代表取締役を務め、豊富な業務経験と幅広い

見識を有しております。これらの点を踏まえ、当社の経営を担う取締役に適任であるこ
とから、あらためて選任するものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

４

阿
あ べ
部 昌彦

まさひこ

（1965年1月13日生）
(男性)
新任 社外

1988年 ４月 株式会社第一勧業銀行 入行
2013年 ７月 株式会社みずほ銀行 兜町証券営業部長
2015年 ４月 同行 大企業法人業務部長
2016年 ４月 株式会社みずほフィナンシャルグループ

執行役員
株式会社みずほ銀行 執行役員
コーポレート・インスティテューショナル業務部長

2018年 ４月 同行 常務執行役員
2021年 ６月 みずほリース株式会社 常務執行役員
2023年 ４月 同社 常務執行役員

サーキュラー・ソサイエティ・プラットフォーム本部副本部長
2024年 ４月 同社 専務執行役員
2024年 ６月 同社 専務取締役兼専務執行役員
2025年 ４月 ミライズ・キャピタル株式会社 代表取

締役社長
2025年 12月 ピー・シー・エス株式会社 代表取締役

社長
2026年 4月 みずほリース株式会社 取締役副社長兼

副社長執行役員 営業本部長（現任）
ミライズ・キャピタル株式会社 取締役（現任）

［重要な兼職の状況］
みずほリース株式会社 取締役副社長兼副社長執行役員
営業本部長
ミライズ・キャピタル株式会社 取締役

0株

［社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要］
阿部昌彦氏は、みずほリース株式会社において取締役副社長を務めており、金融機関

の営業部門、営業企画推進部門等で豊富な業務経験と、金融業務全般に深い知見を有し
ているほか、M&Aや新ビジネス開拓などを指揮、推進した経験を有しております。当
社の経営の監督とコーポレート・ガバナンス充実への貢献を期待して、社外取締役とし
て選任するものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

5

村
む ら た
田 恒子

つ ね こ

（1958年９月27日生）
(女性)
再任 社外 独立

1982年 ４月 松下電器産業株式会社 入社
2003年 ５月 同社 パナソニックシステムソリューショ

ンズ社 法務部長
2007年 ４月 同社 理事 ホームアプライアンス社 法

務・CSR部長
2008年 ６月 松下設備ネットサービス株式会社 取締役
2010年 ２月 文部科学省 生涯学習政策局 生涯学習官
2013年 ７月 パナソニック株式会社 リーガル本部 特

命担当理事
2014年 １月 日本年金機構 理事
2016年 １月 同機構 監事
2018年 ６月 株式会社日本政策金融公庫 社外監査役

株式会社アドバンテスト 社外取締役（監
査等委員）

2019年 ６月 株式会社フジクラ 社外取締役（監査等委員）
2021年 ３月 株式会社ミルボン 社外取締役（現任）
2021年 ６月 株式会社カクヤスグループ 社外取締役（現任）
2022年 ６月 株式会社東京精密 社外取締役（監査等委

員）
サンフロンティア不動産株式会社 社外取
締役（監査等委員）

2023年 ９月 公認不正検査士登録
2024年 ６月 当社 社外取締役 (現任)
2025年10月 住友精密工業株式会社 社外取締役（現任）
［重要な兼職の状況］
株式会社ミルボン 社外取締役
株式会社ひとまいる 社外取締役
住友精密工業株式会社 社外取締役
（注）株式会社カクヤスグループは、2025年7月に株式会社ひ

とまいるに商号変更しております。

0株

［社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要］
村田恒子氏は、パナソニックグループにおける法務・CSR部門の責任者、ならびに日

本年金機構における理事および監事としての経験、加えて上場企業での社外取締役を務
めるなど企業経営に関する知識と豊富な見識を有し、当社の社外取締役として公正かつ
客観的な立場から適切な意見をいただいております。当社の経営の監督とコーポレー
ト・ガバナンス充実への貢献を期待して、社外取締役としてあらためて選任するもので
あります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

6

大
お お き
木 聡

さとる

（1959年4月9日生）
(男性)
新任 社外 独立

1982年 ４月 三菱商事株式会社 入社
1991年 10月 韓国三菱商事会社 ソウル支店鉄鋼部
1999年 ２月 MC Steel Trade Centre出向
2005年 １月 株式会社メタルワン 鉄鋼国際部長
2009年 10月 同社 海外営業部長
2011年 ４月 同社 海外営業本部 副本部長
2012年 ４月 同社 南西アジア総括

Metal One Corporation India Private Ltd. 社長
2014年 ４月 株式会社メタルワン 第二営業本部長
2017年 ４月 同社 執行役員第三営業本部長
2018年 ４月 三菱商事株式会社 理事 鉄鋼製品本部長
2019年 ４月 株式会社メタルワン 副社長執行役員
2022年 ７月 イシグロ株式会社 社外取締役（現任）
2022年 ９月 日世通商株式会社 社外取締役（現任）
2023年 ４月 愛媛県 海外事業展開支援アドバイザー

（現任）
［重要な兼職の状況］
イシグロ株式会社 社外取締役
日世通商株式会社 社外取締役
愛媛県 海外事業展開支援アドバイザー

0株

［社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要］
大木聡氏は、株式会社メタルワンにおいて副社長を務めた経験からなる企業経営に関

する知識と、海外での豊富な経験と見識を有しております。同氏は公正かつ客観的な立
場から適切な意見を行うことにより、当社の経営の監督とコーポレート・ガバナンス充
実への貢献を期待して、社外取締役として選任するものであります。
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（注）1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者 阿部昌彦、村田恒子および大木聡の３氏は、社外取締役候補者であ

ります。なお、取締役候補者 村田恒子および大木聡の両氏は、東京証券取引所の
定めに基づく独立役員の候補者であります。

3. 村田恒子氏は、2026年6月24日開催予定の株式会社ひとまいるの定時株主総会で、
同社社外取締役を退任予定であります。

4. 大木聡氏は、2026年６月26日開催予定の株式会社伊予銀行の定時株主総会で、同
社社外取締役（監査等委員）に就任予定であります。

５. 当社は、社外取締役として期待される役割を十分に発揮できるよう、社外取締役候
補者 村田恒子氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条
第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づ
く賠償責任の限度額は法令が規定する額としており、本総会において同氏の再任が
承認可決された場合、本契約を継続する予定であります。また、社外取締役候補者
阿部昌彦および大木聡の両氏が選任された場合には、両氏との間においても同様の
責任限定契約を締結する予定であります。

６. 当社は、役員等を被保険者とした会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償
責任保険契約を保険会社との間で締結し、業務の遂行に伴う行為に起因して被保険
者が負担することになる損害賠償金および争訟費用等を補填することとしておりま
す。本総会において各候補者の選任が承認可決された場合、当該保険契約の被保険
者となり、現在の保険期間終了時には同内容での更新を予定しております。

７. 取締役候補者 村田恒子氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって
２年となります。
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第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社
へ移行いたします。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたい
と存じます。また、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ておりま
す。
なお、本議案の決議の効力は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決さ

れること、および同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるもの
といたします。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番号 氏名 現在の当社における

地位、担当
取締役会
出席状況

1 新任
野
の が み
神 光

みつひろ
弘

（男性） 社外監査役（常勤） 14回/14回
（100％）

2
新任
社外
独立

上
う え だ
田 美

み ほ
帆

（女性） 社外監査役 14回/14回
（100％）

3
新任
社外
独立

米
よねむら
村 郁

い く よ
代

（女性）
ー ー
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

１

野
の が み
神 光弘

みつひろ

（1962年12月19日生）
（男性）
新任

1985年７月 日本鋼管株式会社 入社
2010年４月 JFEスチール株式会社 厚板・形鋼輸出部

厚板・軌条室長
2011年10月 JFEホールディングス株式会社 企画部主

任部員
2014年４月 JFEスチール株式会社 経営企画部海外事

業総括部主任部員
2018年４月 同社 監査役事務局部長
2018年６月 日本鋳造株式会社 社外監査役
2021年６月 JFEホールディングス株式会社 監査役事

務局部長
日本鋳鉄管株式会社 社外監査役

2023年６月 当社 社外監査役（現任）

0株

［監査等委員である取締役候補者とした理由］
野神光弘氏は、JFEスチール株式会社での豊富な業務経験に加え、JFEホールディン

グス株式会社の監査役事務局部長や日本鋳造株式会社および日本鋳鉄管株式会社の社外
監査役を務めるなど監査役の職務に精通しており、2023年より当社社外監査役を務め、
取締役の職務執行の監督等の役割を適切に果たしてきました。上記の理由により、監査
等委員である取締役として適切な職務を担えると判断し、選任するものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

2

上
う え だ
田 美帆

み ほ

（1972年1月19日生）
(女性)
新任 社外 独立

1999年 ４月 第一東京弁護士会登録
2017年 ４月 サンライズ法律事務所（現任）
2018年 ６月 トレイダーズホールディングス株式会社

社外取締役
当社 補欠監査役

2021年 ６月 株式会社リーガルコーポレーション 社外
取締役（現任）

2022年12月 株式会社マリオン 社外取締役（監査等委
員）

2023年 ６月 株式会社熊谷組 社外監査役
2024年 ６月 当社 社外監査役（現任）
2025年 ６月 株式会社熊谷組 社外取締役（監査等委

員）（現任）
［重要な兼職の状況］
サンライズ法律事務所
株式会社リーガルコーポレーション 社外取締役
株式会社熊谷組 社外取締役（監査等委員）

0株

［監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要］
上田美帆氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有

しており、2024年より当社社外監査役を務め、取締役の職務執行の監督等の役割を適
切に果たしてきました。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で企業経営
に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役と
して適切な職務を担えると判断し、選任するものであります。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る

当社株式の数

3

米
よねむら
村 郁代

い く よ

（1966年10月19日生）
(女性)
新任 社外 独立

1989年 ４月 株式会社富士総合研究所 入社
1995年10月 監査法人トーマツ 入所
1999年 ４月 公認会計士 登録
2022年 ８月 米村公認会計士事務所開設 所長（現任）
2022年12月 ユニファ株式会社 社外取締役（監査等委

員）
2023年 ６月 トライベック株式会社 社外監査役（現

任）
2023年 ９月 独立行政法人日本学術振興会 非常勤監事

（現任）
2024年 ６月 古河機械金属株式会社 社外監査役（現

任）
［重要な兼職の状況］
米村公認会計士事務所 所長
トライベック株式会社 社外監査役
独立行政法人日本学術振興会 非常勤監事
古河機械金属株式会社 社外監査役

0株

［監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要］
米村郁代氏は、公認会計士としての財務および会計に関する相当程度の知見と豊富な

経験、ならびに他社における監査等委員である社外取締役および社外監査役としての実
績を有しております。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で企業経営に
関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役とし
て適切な職務を担えると判断し、選任するものであります。
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（注）1. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 監査等委員である取締役候補者 上田美帆および米村郁代の両氏は、監査等委員で

ある社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者で
あります。

3. 上田美帆氏は、2026年６月23日開催予定の株式会社リーガルコーポレーションの
定時株主総会で、同社社外取締役を退任予定であります。

4. 監査等委員である取締役候補者 野神光弘および上田美帆の両氏は、現在、当社の
社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもっ
て、野神光弘氏が３年、上田美帆氏が２年となります。

5. 監査等委員である取締役候補者 米村郁代氏の戸籍上の氏名は「菅原郁代」です。
6. 当社は、監査役として期待される役割を十分に発揮できるよう、監査等委員である

取締役候補者 野神光弘および監査等委員である社外取締役候補者 上田美帆の両
氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠
償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限
度額は法令が規定する額としております。両氏および監査等委員である社外取締役
候補者 米村郁代の３氏が選任された場合には、3氏との間においても同様の責任
限定契約を締結する予定であります。

7. 当社は、役員等を被保険者とした会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償
責任保険契約を保険会社との間で締結し、業務の遂行に伴う行為に起因して被保険
者が負担することになる損害賠償金および争訟費用等を補填することとしておりま
す。本総会において各候補者の選任が承認可決された場合、当該保険契約の被保険
者となり、現在の保険期間終了時には同内容での更新を予定しております。

2026年05月25日 10時02分 $FOLDER; 26ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 26 ―

（ご参考）取締役のスキルマトリックス
・候補者の選定にあたっては、当社の取締役会に必要なスキルバランスを考慮しております。
・第２号議案、第３号議案および第４号議案が原案どおり承認可決された場合、特定したスキル
に対する各取締役の知識・経験・能力を踏まえたスキルマトリックスは以下のとおりとなりま
す。

氏名

取締役候補者の有する知識・経験・能力

企業
経営

業界の
知見

グロー
バル

技術
・
ICT

法務
・

リスク
マネジ
メント

財務
会計 営業

ESG
・

サステ
ナビリ
ティ

取
締
役

社
内

野房 喜幸 ● ● ● ● ● ● ●

石 澤 毅 ● ● ● ● ●

田村 挙勝 ● ● ● ●

社
外

阿部 昌彦 ● ● ● ● ●

村田 恒子 ● ● ● ●

大 木 聡 ● ● ● ●

で
あ
る
取
締
役

監
査
等
委
員

社
内 野神 光弘 ● ● ● ● ●

社
外

上田 美帆 ● ● ●

米村 郁代 ● ● ●

（注）上記一覧表は、各候補者が有するすべての知識・経験・能力を表すものではありません。
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第５号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、当社は監査等委員会設置会社
へ移行いたします。つきましては、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこと
になる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じま
す。また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
なお、本議案の決議の効力は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決さ

れること、および同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるもの
といたします。また、本選任の効力は、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議により
取り消すことができるものといたします。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
氏 名

（生年月日） 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 所 有 す る
当社株式の数

北
きたむら
村 聡子

さ と こ

（1970年11月29日生）
(女性)
社外 独立

1999年 ４月 第一東京弁護士会登録
田邊・市野澤法律事務所

2012年 ８月 半蔵門総合法律事務所（現任）
2019年 ７月 株式会社さくらさくプラス 社外取締役

（現任）
2021年 ５月 キャリアリンク株式会社 社外取締役（現任）
2023年 ７月 全国共済農業協同組合連合会（JA共済

連）監事（現任）
2024年 ６月 株式会社ヤクルト本社 社外監査役（現任）
2025年 ４月 内閣府公益認定等委員会 委員（現任）
［重要な兼職の状況］
半蔵門総合法律事務所
株式会社さくらさくプラス 社外取締役
キャリアリンク株式会社 社外取締役
全国共済農業協同組合連合会（JA共済連）監事
株式会社ヤクルト本社 社外監査役
内閣府公益認定等委員会 委員

0株

［補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要］
北村聡子氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有

しております。同氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、その弁護士とし
ての経験により培われた専門的見地により適切な意見をいただき、当社の経営を監督し
コーポレート・ガバナンスの充実につながることから、補欠の監査等委員である社外取
締役として選任するものであります。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方
法で企業経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、監査等委員である
社外取締役として適切な職務を担えると判断し、選任するものであります。
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（注）1. 補欠の監査等委員である取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 北村聡子氏は、補欠の監査等委員である社外取締役の候補者として選任するもので

あります。
3. 当社は、北村聡子氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、同氏を東京証

券取引所に対し、独立役員として届け出る予定であります。
4. 当社は、北村聡子氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、監査等委員で

ある取締役として期待される役割を十分に発揮できるよう、同氏との間で、会社法
第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契
約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令
が規定する額といたします。

5. 当社は、役員等を被保険者とした会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償
責任保険契約を保険会社との間で締結し、業務の遂行に伴う行為に起因して被保険
者が負担することになる損害賠償金および争訟費用等を補填することとしておりま
す。候補者が監査等委員である取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者と
なり、現在の保険期間終了時には同内容での更新を予定しております。
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第６号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

当社の取締役の報酬等の額は、2012年6月28日開催の第45回定時株主総会において月額
15百万円以内と決議いただき今日に至っておりますが、当社は、第2号議案「定款一部変更
の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、
会社法第361条第1項および第2項の定めに従い、現在の取締役の上記報酬等の枠を廃止し、
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）の報酬等の額を、
取締役の員数およびこれまでの支給実績等を総合的に勘案し、従前と同額の月額15百万円
以内（うち社外取締役分は月額3百万円以内）と定めることといたしたく存じます。
また、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない

ものといたしたく存じます。
当社は、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」（以下、「決定方針」といいま

す。）を決議しており、その概要は事業報告「Ⅲ 会社役員に関する事項 ４．取締役および
監査役の報酬等」に記載のとおりであります。
当社は、36ページ＜ご参考＞に記載のとおり、本議案が原案どおり承認可決されること

を効力発生の条件として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の
内容に係る決定方針」を改定いたしました。
本議案の内容は、改定後の決定方針に沿ったものであり、相当であるものと考えておりま

す。
第2号議案「定款一部変更の件」および第3号議案「取締役（監査等委員である取締役を

除く。）6名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、本議案に基づく決議による報酬等
の支給対象となる取締役は従前と同じく6名（うち社外取締役3名）となります。
なお、本議案の決議の効力は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決さ

れること、および同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるもの
といたします。
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第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

当社は、第２号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会
社へ移行いたします。つきましては、会社法第361条第1項および第2項の定めに従い、監
査等委員である取締役の報酬等の額を、月額6百万円以内と定めることといたしたく存じま
す。
第2号議案「定款一部変更の件」および第4号議案「監査等委員である取締役3名選任の

件」が原案どおり承認可決されますと、本議案に基づく決議による報酬等の支給対象となる
監査等委員である取締役は3名となります。
また、当社は、36ページ＜ご参考＞に記載のとおり、本議案が原案どおり承認可決され

ることを効力発生の条件として、「監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る
決定方針」を決定いたしました。
本議案の内容は、同方針に沿ったものであり、また、監査等委員である取締役の員数およ

びその職責等を総合的に勘案し、取締役会で決定しており、相当であるものと考えておりま
す。
なお、本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決さ

れること、および同議案の決議による定款変更の効力が生じることを条件として生じるもの
といたします。

第８号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）に対する業績連動
型株式報酬等の額および内容決定の件

１．提案の理由およびこれを相当とする理由
当社は、2024年6月20日開催の第57回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除

きます。）および執行役員を対象とした、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT＝
（Board Benefit Trust））」（以下、「本制度」といいます。）の導入についてご承認いただき
（以下「原決議」といいます。）、今日に至っております。

本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として当社が監査等委員会
設置会社へ移行することに伴い、現在の取締役に対する本制度に係る報酬枠を廃止し、取締
役（社外取締役および監査等委員である取締役を除きます。）および執行役員（以下、本議
案では総称して「取締役等」といいます。）に対する本制度に係る報酬枠を改めて設定する
ことについて、ご承認をお願いするものであります。
本議案は、原決議同様、取締役等の報酬と当社の業績および株式価値の連動性をより明確
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にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と
共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目
的としております。
当社は、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」（以下、「決定方針」といいま

す。）を決議しており、その概要は事業報告「Ⅲ 会社役員に関する事項 ４．取締役および
監査役の報酬等」に記載のとおりであります。当社は、36ページ＜ご参考＞に記載のとお
り、本議案が原案どおり承認可決されることを効力発生の条件として、「取締役（監査等委
員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を改定いたしました。
本議案の内容は、改定後の決定方針に沿ったものであり、相当であるものと考えておりま

す。
本議案は、第6号議案としてご承認をお願いしております取締役（監査等委員である取締

役を除く。）の報酬額とは別枠として、本制度に基づく報酬を当社の取締役（社外取締役お
よび監査等委員である取締役を除く。）に対して支給するものであります。
なお、本制度の詳細につきましては、下記２.の枠内で、取締役会にご一任いただきたい

と存じます。
また、第2号議案「定款一部変更の件」および第3号議案「取締役（監査等委員である取

締役を除く。）6名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、本制度の対象となる取締役
は3名となります。
本議案の決議の効力は、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されるこ

と、および同議案の決議による監査等委員会設置会社への移行にかかる定款変更の効力発生
を条件として生じるものといたします。

２．本制度に係る報酬等の額の具体的な算定方法および具体的な内容

（１）本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定

される信託を「本信託」といいます。）を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定め
る役員株式給付規程に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭
（以下、「当社株式等」といいます。）が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度
です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時に
なります。

（２）本制度の対象者
取締役および執行役員（社外取締役および監査等委員である取締役は、本制度の対象外と

します。）
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（３）信託期間
2024年８月から本信託が終了するまで（なお、本信託の信託期間について、特定の終了

期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。本制度は、当社株式の上場廃
止、役員株式給付規程の廃止等により終了します。）

（４）信託金額
当社は、2025年３月末日で終了した事業年度から2027年３月末日で終了する事業年度

までの３事業年度（以下、当該３事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間
および当初対象期間の経過後に開始する３事業年度ごとの期間を、それぞれ「対象期間」と
いいます。）およびその後の各対象期間を対象として本制度を導入し、取締役等への当社株
式等の給付を行うため、本信託による当社株式の取得の原資として、当初対象期間において
約156百万円の金銭を拠出し、150,000株を取得しております。
今般、監査等委員会設置会社への移行に伴い、本信託は、受益者要件を満たす取締役等を

受益者とする信託として存続させることといたします。
また、当初対象期間経過後も、本制度が終了するまでの間、当社は、原則として対象期間

ごとに、本制度に基づく取締役等への給付を行うために必要な株式数を合理的に見込み、本
信託が先行して取得するために必要と認める資金を、本信託に追加拠出することとします。
ただし、かかる追加拠出を行う場合において、信託財産内に残存する当社株式（直前まで

の各対象期間に関して取締役等に付与されたポイント数に相当する当社株式で、取締役等に
対する給付が未了であるものを除きます。）および金銭（以下、「残存株式等」といいます。）
があるときは、残存株式等は以降の対象期間における本制度に基づく給付の原資に充当する
こととし、残存株式等を勘案したうえで、追加拠出額を算出するものとします。
当社が追加拠出を決定したときは、適時適切に開示いたします。

（５）本信託による当社株式の取得方法および取得株式数
本信託による当社株式の取得は、上記（４）により拠出された資金を原資として、取引所

市場を通じてまたは当社の自己株式処分を引き受ける方法によりこれを実施することとしま
す。
なお、取締役等に付与されるポイント数の上限は、下記（６）のとおり、１事業年度当た

り50,000ポイント（うち取締役分として21,000ポイント）であるため、各対象期間につい
て本信託が取得する当社株式数の上限は150,000株となります。本信託による当社株式の
取得につき、その詳細は、適時適切に開示いたします。

（６）取締役等に給付される当社株式等の数の上限
取締役等には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位、業績達成度等を勘
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案して定まる数のポイントが付与されます。取締役等に付与される１事業年度当たりのポイ
ント数の合計は、50,000ポイント（うち取締役分として21,000ポイント）を上限としま
す。これは、現行の役員報酬の支給水準、取締役等の員数の動向と今後の見込み等を総合的
に考慮して決定したものであり、相当であるものと判断しております。
なお、取締役等に付与されるポイントは、下記（７）の当社株式等の給付に際し、１ポイ

ント当たり当社普通株式１株に換算されます（ただし、本議案をご承認いただいた後におい
て、当社株式について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われた場合には、
その比率等に応じて、ポイント数の上限および付与済みのポイント数または換算比率につい
て合理的な調整を行います。）。
下記（７）の当社株式等の給付に当たり基準となる取締役等のポイント数は、原則とし

て、退任時までに当該取締役等に付与されたポイント数とします（以下、このようにして算
出されたポイントを、「確定ポイント数」といいます。）。

（７）当社株式等の給付および報酬等の額の具体的な算定方法
取締役等が退任し、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、当該取締役等

は、所定の受益者確定手続を行うことにより、原則として上記（６）に記載のところに従っ
て定められる確定ポイント数に応じた数の当社株式について、退任後に本信託から給付を受
けます。ただし、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社
株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭給付を受けます。なお、金銭給付を行うた
めに、本信託により当社株式を売却する場合があります。
なお、ポイントの付与を受けた取締役等であっても、株主総会において解任の決議をされ

た場合、在任中に役員株式給付規程に規定する事項が生じた場合は、取締役会の決議によ
り、給付を受ける権利の全部または一部を取得できないこととします。また、給付を受けた
取締役等であっても、役員株式給付規程に規定する事項が生じた場合、取締役会の決議によ
り、受領した株式および金銭に相当する経済価値の金銭の全部または一部の返還請求を受け
ることがあります。
取締役が受ける報酬等の額は、ポイント付与時において、取締役に付与されるポイント数

の合計に本信託の有する当社株式の１株当たりの帳簿価額を乗じた金額（ただし、当社株式
について、株式分割、株式無償割当てまたは株式併合等が行われた場合には、その比率等に
応じて合理的な調整を行います。）を基礎とします。また、役員株式給付規程の定めに従っ
て例外的に金銭が給付される場合において相当と認められるときは、当該金額を加算した額
とします。

（８）議決権行使
本信託勘定内の当社株式に係る議決権は、信託管理人の指図に基づき、一律に行使しない
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こととします。かかる方法によることで、本信託勘定内の当社株式に係る議決権の行使につ
いて、当社経営への中立性を確保することを企図しています。

（９）配当の取扱い
本信託勘定内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に

係る受託者の信託報酬等に充てられます。なお、本信託が終了する場合において、本信託内
に残存する配当金等は、役員株式給付規程の定めに従って、その時点で在任する取締役等に
対して、各々が保有するポイント数に応じて、按分して給付されることになります。

（１０）信託終了時の取扱い
本信託は、当社株式の上場廃止、役員株式給付規程の廃止等の事由が発生した場合に終了

します。
本信託終了時における本信託の残余財産のうち、当社株式については、すべて当社が無償

で取得したうえで、取締役会決議により消却することを予定しています。本信託終了時にお
ける本信託の残余財産のうち、金銭については、上記（９）により取締役等に給付される金
銭を除いた残額が当社に給付されます。

第９号議案 役員賞与の支給の件

当期の業績を勘案し、当期末時点の取締役のうち社外取締役以外の3名に対し、役員賞与
総額22,890,000円を支給することといたしたく存じます。
当社は、「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」（以下、「決定方針」といいま

す。）を決議しており、その概要は事業報告「Ⅲ 会社役員に関する事項 ４．取締役および
監査役の報酬等」に記載のとおりであります。
本議案の内容は、決定方針に沿ったものであり、相当であるものと考えております。

以 上
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取締役会
監査等委員会

指名・報酬
委員会

選任・解任

取締役（監査等委員である取締役を除く。） 監査等委員である取締役

答申
監査

社内取締役
（男性）

社外取締役
（男性）

社外取締役
（女性）

選任・解任

※３分の２以上が
独立社外取締役
（予定）
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＜ご参考＞
「監査等委員会設置会社への移行について」

本総会の決議事項第２号議案から第８号議案を原案どおりご承認いただいた場合、次のとお
り、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたします。
また、監査等委員会設置会社への移行に合わせて、指名・報酬委員会を設置いたします。

●監査等委員会設置会社のイメージ

●監査役会設置会社と監査等委員会設置会社の比較
監査役会設置会社（現行） 監査等委員会設置会社（移行後）

変更となる機関 監査役（会） 監査等委員会

任期
取締役 １年 取締役（監査等委員である取締役を除く。）１年
監査役 ４年 監査等委員である取締役 ２年

重要な業務執行の
決定の委任

委任不可 全部または一部を取締役に委任可能

取締役の指名・報酬に
関する意見陳述権

なし
監査等委員会が選定する監査等委員である取締役は、取
締役（監査等委員である取締役を除く。）の指名・報酬に
ついて、株主総会での意見陳述権の行使が可能

構成
取締役 ６名

取締役 ９名
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名

監査役 ４名 監査等委員である取締役 ３名
※ 独立社外取締役比率 44％（4名／9名）
※ 女性取締役比率 33％（3名／9名）
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「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」
・取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ）の報酬は、株主総会、取締役会決議
に基づき、企業価値の持続的な成長に向けたインセンティブとなるよう各取締役の役割等
に応じた基本報酬と業績連動報酬（年次賞与および株式報酬）で構成する。

・基本報酬は、役位、職責、在任年数等に応じて決定し、月例の固定報酬として金銭で支給
する。

・年次賞与は、対象年度の連結経常利益を業績指標として基本報酬に一定割合を乗じて算定
するものとし、年1回金銭で支給する。

・株式報酬は、退任時に信託を通じて当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の
金銭を給付する。

・社外取締役については、独立した客観的な立場から経営の監督を行うという役割に鑑み、
基本報酬のみを支給する。

・取締役会は、あらかじめ指名・報酬委員会へ個人別の報酬等の内容について諮問し、諮問
に対する答申を最大限尊重して当該内容を決定することを条件として、代表取締役社長
野房喜幸氏に2026年6月25日開催の株主総会で決議された限度額の範囲内で決定するこ
とを委任する。

・その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた
賞与の評価配分とする。

・これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門につ
いて評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためである。

「監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」
・監査等委員である取締役（社外取締役を含む。）については、独立した客観的な立場から
経営の監督、監査を行うという役割に鑑み、基本報酬のみを支給する。

・個人別の報酬等の内容については、2026年6月25日開催の株主総会で決議された限度額
の範囲内において監査等委員である取締役の協議により決定する。
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2025年度
第59期
（当期）

2025年度
第59期
（当期）

2025年度
第59期
（当期）

2025年度
第59期
（当期）

2024年度
第58期

2024年度
第58期

2024年度
第58期

2024年度
第58期

111,550 6,851 6,794 4,543
115,680 8,012 8,709 5,853
（百万円）

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益
（百万円） （百万円） （百万円）
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事 業 報 告
（2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

Ⅰ 企業集団の現況に関する事項
1. 事業の経過およびその成果

当連結会計年度（2025年度）におけるわが国経済は、緩やかな成長基調にあったものと見
られます。ただし今後については、中東情勢緊迫の長期化とこれに伴う原油価格等への影響、
および物価上昇・金利上昇の影響が懸念され、引き続き動向を注視する必要があるものと見て
おります。
当社グループが属する建設業界の事業環境は、公共工事の需要は安定的で、民間設備投資に

も持ち直しの動きが見られましたが、労働需給の逼迫や建設コストの高止まりが続き、一部の
案件では計画の見直し、中止あるいは延期といった影響も表れました。ただし当社グループの
事業領域においては、首都圏の大型再開発案件を中心に需要は堅調に推移しました。
このような経営環境の中、当社グループは採算性向上に重点を置くとともに、中期経営計画

で掲げた基本方針の下、事業領域の拡大等の成長戦略と、それを支える労働生産性向上を推進
しました。
当連結会計年度の業績は、売上高1,156億80百万円（前年度比3.7％増）、営業利益80億12

百万円（前年度比16.9％増）となりました。これに加え、営業外収益で円安に伴う為替差益、
受取補償金があったこと等により、経常利益は87億９百万円（前年度比28.2％増）となりま
した。特別損益につきましては、シンガポールのFUCHI Pte.Ltd.（以下「FUCHI社」）及びそ
の子会社２社を連結子会社としたことに伴い、特別利益として負ののれん発生益、特別損失と
して段階取得に係る差損を計上し、また政策保有株式の一部を売却したことにより、特別利益
として投資有価証券売却益を計上いたしました。以上により、親会社株主に帰属する当期純利
益は58億53百万円（前年度比28.8％増）となり、増収増益となりました。なお、自己資本当
期純利益率（ROE）は8.5%（前年同期比1.5%増）となっております。
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セグメント別の概況は以下のとおりであります。

（重仮設事業）
重仮設事業におきましては、首都圏の大型再開発案件を中心に需要が堅調で、工事の着工、

進捗も順調に推移しました。そのような環境を背景に、設計費等のコストに見合った対価取得
などの採算性向上活動、施工能力の拡大に注力いたしました。成長戦略としては、鉄構加工・
橋梁分野の事業規模拡大に向けた施策の推進、シンガポールのFUCHI社の連結子会社化等を実
施いたしました。
以上の取り組み等により、売上高は1,036億43百万円（前年度比3.9％増）、経常利益は86

億４百万円（前年度比29.8％増）となりました。

（建設機械事業）
建設機械事業におきましては、資産構成の入替による採算性向上に注力いたしました。ま

た、当社及びレンタルシステム株式会社（連結子会社）並びにみずほリース株式会社との間で
資本業務提携契約を締結し、３社間での協業強化による事業領域拡大に着手いたしました。
以上の取り組み等により、売上高は147億65百万円（前年度比1.3％増）、経常利益は３億

91百万円（前年度比20.2％増）となりました。

セグメント別売上の内容は、次のとおりであります。

セグメントの名称
2024年度
(第58期)

2025年度
(第59期) 前年度比

金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

重仮設事業 99,800 89.5 103,643 89.6 3,843 3.9
建設機械事業 14,582 13.1 14,765 12.8 183 1.3
調整額 △2,832 △2.5 △2,728 △2.4 104 ー

合 計 111,550 100.0 115,680 100.0 4,130 3.7
（注）調整額は、セグメント間の内部売上高または振替高の消去額であります。
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2. 対処すべき課題
次期（2026年度）の事業環境は、労働需給の逼迫や建設コストの上昇傾向が継続し、需要

も地域によっては濃淡があると見込まれるものの、当社グループの主な事業領域では引き続き
堅調に推移するものと見込んでおります。ただし、物価上昇・金利上昇の影響には引き続き注
意を払う必要があり、また中東情勢の不確実性が長期化した場合は、物流費の更なる上昇や塗
装原料の調達への影響が懸念されます。
このような経営環境の下、当社グループは中期経営計画最終年度となる2027年度の目標達

成に向けて、各施策を着実に推し進めてまいります。
重仮設事業では、採算性向上、首都圏での施工能力向上を引き続き進めるとともに、事業領

域拡大に向けた山留周辺分野の事業体制確立、安定的な需要が見込まれる土木工事の受注拡大
にも取り組みます。鉄構加工・橋梁分野では、インフラ更新需要の捕捉強化を目指し、全国的
展開を進めて事業規模拡大を図ります。海外においては、FUCHI社との連携等のさらなる強化
を進めます。
建設機械事業では、レンタルシステム株式会社と当社及びみずほリース株式会社との連携、

協業を追求して事業領域拡大の具体化を目指すとともに、新商品や採算性の高い商品への資産
構成入替をさらに進め、収益基盤の強化を図ります。
次期の連結業績見通しにつきましては、売上高1,150億円、営業利益84億円、経常利益86

億円、親会社株主に帰属する当期純利益57億円としております。営業利益は増益を見込んで
おりますが、営業外収益での当期の特殊要因を次期には織り込んでおらず、経常利益と親会社
株主に帰属する当期純利益は減益となる見通しです。
セグメント別業績見通しの内容は、次のとおりであります。

セグメントの名称 2025年度 実績(第59期)
2026年度 予想(第60期) 増減額 増減率

百万円 百万円 百万円 ％
売上高

重仮設事業 103,643 103,000 △643 △0.6
建設機械事業 14,765 14,800 35 0.2
調整額 △2,728 △2,800 △72 ー

合 計 115,680 115,000 △680 △0.6
経常利益

重仮設事業 8,604 8,200 △404 △4.7
建設機械事業 391 450 59 15.1
調整額 △286 △50 236 ー

合 計 8,709 8,600 △109 △1.3
（注）セグメント売上高の調整額はセグメント間の内部売上高または振替高の消去額であり、セグメント利益

の調整額は連結調整であります。
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中長期的事業戦略
～重仮設事業を核に事業領域を拡大し、事業ポートフォリオの多様化を推進～

ジェコスグループ中期経営計画（2025～2027）
事業環境変化を見据えた成長基盤確立と成長戦略を支える労働生産性向上

（成長戦略）
1 2 3 4国内重仮設事業

収益力向上
建設機械事業
基盤再構築

海外・山留周辺
事業領域拡大

鉄構加工・橋梁
分野規模拡大

収益目標
営業利益

当期純利益

財務目標
ROE

D/Eレシオ

配当方針
配当性向

DOE

85億円

60億円

8.0％以上

最大0.4倍程度

40％程度

2.5％以上

中長期目標

PBR：1.0倍以上、ROE：10.0％以上
運転収支他
30億円程度

資金の源泉 資金の使途

当期純利益
160億円程度
（目標）

借入金
170億円程度

通常投資
80億円程度

成長投資
250億円程度

減価償却
90億円程度

株主還元
60億円程度

2027年度中期最終年度 主要指標 キャッシュアロケーション計画
（2025～2027年度累計）
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＜ご参考＞中期経営計画（2025〜2027年度）について

①中期経営計画の骨子
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領域拡大にむけ投資案件発掘に着手
～国内建設需要縮小に備えた一物件あたりの収益最大化にむけて～

シンガポール重仮設事業
安定収益基盤の確立

東南アジアにおける
ジェコスグループ商圏拡大
～国内建設需要縮小に備えた収入源の多様化にむけて～

ベトナム設計受託事業
設計受託事業の拡充

両拠点連携による日系ゼネコンニーズの取り込み

山留周辺事業 海外事業
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②中期経営計画の進捗状況

2024年度 実績 2025年度 実績 2027年度 目標

収益目標 営業利益 68.5億円 80.1億円 85億円

親会社株主に帰属する
当期純利益 45.4億円 58.5億円 60億円

財務目標 ＲＯＥ 7.0％ 8.5％ 8.0％以上

Ｄ/Ｅレシオ 0.01倍 0.05倍 最大0.4倍程度

配当性向 配当性向 40.1％ 39.7％ 40％程度

ＤＯＥ 3.0％ 3.6％ 2.5％以上
（注）ROE ：親会社株主に帰属する当期純利益／自己資本

D/Eレシオ：有利子負債残高／自己資本
DOE ：支払配当金額（中間＋期末）／当期首株主資本
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3. 設備投資の状況
記載すべき重要事項はありません。

4. 資金調達の状況
記載すべき重要事項はありません。

5. 財産および損益の状況の推移

区 分 2022年度
(第56期)

2023年度
(第57期)

2024年度
(第58期)

2025年度
(第59期)

売上高 (百万円) 120,521 128,194 111,550 115,680
経常利益 (百万円) 4,903 6,602 6,794 8,709
親会社株主に帰属する
当期純利益金額 (百万円) 3,448 4,455 4,543 5,853

１株当たり当期純利益金額 95円58銭 131円83銭 134円77銭 173円96銭
純資産額 (百万円) 59,124 62,979 66,287 75,683
総資産額 (百万円) 108,980 107,044 107,073 122,537
１株当たり純資産額 1,749円35銭 1,863円45銭 1,970円11銭 2,118円51銭
（注）１．１株当たり当期純利益は自己株式数を控除した期中平均発行済株式、１株当たり純資産は自己

株式数を控除した期末発行済株式数により算出しております。
２．「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日）

を2024年度の期首から適用しており、2022年度および2023年度については遡及処理後の数
値を記載しております。
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6. 重要な親会社および子会社等の状況
（1）親会社の状況

該当事項はありません。

（2）子会社の状況
会 社 名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

百万円 ％
株式会社オトワコーエイ 45 100.0 仮設工事、基礎杭工事、

地中障害撤去工事
レンタルシステム株式会社 40 51.0 建設機械の賃貸
ジェコス設計株式会社 30 100.0 設計およびコンサルティング

ジェコス工事株式会社 30 100.0 仮設工事の安全施工に関する
技術的支援

トラック・エンド・メンテナンス・サービス株式会社 20 100.0 運送業
万SGD

FUCHI Pte. Ltd. 2,900 70.0 重仮設業
万米ドル

GECOSS VIETNAM COMPANY LIMITED 140 100.0 建設仮設材の賃貸、販売
および設計受託

（注）1. レンタルシステム株式会社は、2025年10月28日付で第三者割当増資を行ったことにより、当
社の議決権の所有割合は従来の100.0％から51.0％となっております。

2. FUCHI Pte. Ltd.は、2025年８月21日付で当社が同社の第三者割当増資を引き受けたこと
で、当社の議決権の所有割合は従来の30.0%から70.0％となり、持分法適用の関連会社から
除外し、連結子会社といたしました。また、同社の資本金は従来の400万SGDから2,900万
SGDとなっております。

3. 当社は、2026年3月4日付でGECOSS VIETNAM COMPANY LIMITEDの株式を追加取得
し、当社の議決権の所有割合は従来の96.4%から100.0%となっております。

（3）関連会社の状況
会 社 名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

百万円 ％
協友リース株式会社 30 50.0 H形鋼桁材、鋼矢板等の賃貸
（注）北日本建材リース株式会社は持分法非適用の関連会社でありましたが、2025年4月4日付で当社の

保有する同社のすべての株式を譲渡いたしました。
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7. 主要な事業内容
当企業集団の主要な事業は、H形鋼、鋼矢板、鋼製山留材、覆工板、敷鉄板等の建設工事用

仮設鋼材の賃貸および販売であり、その他にスチールセグメント、H形支保工等の加工品（製
品）の製作加工・販売、仮設橋梁の賃貸・販売および施工、建設用機械、高所作業車等の賃貸
を行っております。
また、特定建設業（土木工事業、建築工事業、鋼構造物工事業）および一般建設業（とび・

土工工事業等）の国土交通大臣許可等を取得し、杭打抜工事、山留架設・解体工事、ソイルセ
メント柱列壁工事等の設計および施工等を行っております。

8. 主要な営業所および工場
（1）当社の主要な営業所および工場
本社 東京（本店）東京都文京区後楽二丁目５番１号
支店 北海道（北海道札幌市）、東北（宮城県仙台市）、水戸（茨城県水戸市）、北関東

（埼玉県さいたま市）、千葉（千葉県千葉市）、横浜（神奈川県横浜市）、新潟
（新潟県新潟市）、名古屋（愛知県名古屋市）、大阪（大阪府大阪市）、広島（広
島県広島市）、四国（香川県高松市）、九州（福岡県福岡市）、南九州（鹿児島県
鹿児島市）

営業所 帯広（北海道帯広市）、福島（福島県郡山市）、蘇我（千葉県千葉市）、北陸（石
川県金沢市）、岡山（岡山県岡山市）、福山（広島県福山市）、松山（愛媛県松山
市）、熊本（熊本県熊本市）、沖縄（沖縄県那覇市）

出張所 旭川（北海道旭川市）、青森（青森県青森市）、盛岡（岩手県滝沢市）、秋田（秋
田県秋田市）、山形（山形県天童市）、いわき（福島県いわき市）、群馬（群馬県
高崎市）、静岡（静岡県静岡市）、長野（長野県長野市）、富山（富山県富山市）、
宮崎（宮崎県宮崎市）

工場 北海道（北海道千歳市）、仙台（宮城県黒川郡）、東京（千葉県白井市）、長沼
（千葉県千葉市）、日本海（新潟県新潟市）、名古屋（愛知県半田市）、大阪（大
阪府大阪市）、中国（広島県三次市）、四国（香川県綾歌郡）、福岡（福岡県粕屋
郡）、鹿児島（鹿児島県鹿児島市）

機械センター 富里（千葉県富里市）
（注）2026年3月31日付で旭川出張所を廃止いたしました。
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（2）子会社の主要な営業所
会 社 名 本 社 所 在 地

株式会社オトワコーエイ 神奈川県横浜市
レンタルシステム株式会社 東京都文京区
ジェコス設計株式会社 東京都文京区
ジェコス工事株式会社 東京都文京区
トラック・エンド・メンテナンス・サービス株式会社 千葉県白井市
FUCHI Pte. Ltd. シンガポール
GECOSS VIETNAM COMPANY LIMITED ベトナム ホーチミン

9. 従業員の状況
従業員数 対前期末増減

1,762名 380名 増
（注）前事業年度に比べ従業員数が380名増加しておりますが、主としてFUCHI Pte. Ltd.が連結子会社

となったことによるものであります。

10. 主要な借入先
借 入 先 借入金残高

百万円
株式会社みずほ銀行 896
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Ⅱ 会社の株式に関する事項
1. 発行可能株式総数 97,500,000株

2. 発行済株式の総数 33,795,746株（自己株式2,091株を含む）

3. 当事業年度末の株主数 11,531名

4. 大株主
株 主 名 持 株 数 持株比率

株 ％
JFEスチール株式会社 9,321,541 27.6
みずほリース株式会社 6,760,000 20.0
JFE商事株式会社 2,965,000 8.8
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,739,200 5.1
ジェコス取引先持株会 1,077,591 3.2
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 720,400 2.1
ジェコス社員持株会 669,052 2.0
JFE商事資機材販売株式会社 522,720 1.5
JFE商事コイルセンター株式会社 510,983 1.5
MSIP CLIENT SECURITIES 473,400 1.4
（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。
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Ⅲ 会社役員に関する事項
1. 取締役および監査役の氏名等

（2026年３月31日現在）
地 位 氏 名 重要な兼職の状況

代表取締役社長 野 房 喜 幸
代 表 取 締 役 田 村 挙 勝
取 締 役 石 澤 毅 ジェコス設計株式会社 代表取締役社長
取 締 役 佐 藤 健 介 みずほリース株式会社 常務取締役 営業本部副本部長

メトレック株式会社 取締役
取 締 役 浅 野 幹 雄 日東工業株式会社 社外取締役（監査等委員）
取 締 役 村 田 恒 子 株式会社ミルボン 社外取締役

株式会社ひとまいる 社外取締役
住友精密工業株式会社 社外取締役

監査役（常勤) 井 澤 信 之
監査役（常勤) 野 神 光 弘
監 査 役 山 内 宏 和 JFEスチール株式会社 監査役事務局 主査
監 査 役 上 田 美 帆 サンライズ法律事務所 弁護士

株式会社リーガルコーポレーション 社外取締役
株式会社熊谷組 社外取締役（監査等委員）

（注）1. 取締役 佐藤健介、浅野幹雄および村田恒子の各氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 野神光弘および上田美帆の両氏は、社外監査役であります。
3. 取締役 浅野幹雄および村田恒子、監査役 上田美帆の各氏は、株式会社東京証券取引所の定

める独立役員であります。

2026年05月25日 10時02分 $FOLDER; 48ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 48 ―

2. 執行役員の氏名等
（2026年３月31日現在）

地 位 氏 名 担 当
社 長 野 房 喜 幸 ＣＥＯ
常務執行役員 石 澤 毅 安全・防災・環境管理部、技術総括部、第１技術部、第２技術

部、ジオ・エンジニアリング部の担当
常務執行役員 川 森 陽 一 営業総括部、業務部、加工・橋梁事業本部の担当、兼加工・橋

梁事業本部長
常務執行役員 田 村 挙 勝 第２事業本部の担当、兼第２事業本部長
常務執行役員 彦 坂 良 治 経営企画部の総括、総務部、財務部、監査部、事務管理部の

担当
常務執行役員 宮 島 敏 彰 第４事業本部の担当、兼第４事業本部長
常務執行役員 岩 﨑 伸 一 人事部、ＩＣＴ推進部の担当
執 行 役 員 内 海 信 武 第３事業本部の担当、兼第３事業本部長
執 行 役 員 出 山 勝 弘 工場総括部、工場部門の担当
執 行 役 員 五十嵐 信行 第１事業本部の担当、兼第１事業本部長
執 行 役 員 佐 伯 耕 一 工事本部の担当、兼工事本部長
執 行 役 員 谷 垣 顯 治 経営企画部、業務改革推進部の担当、兼経営企画部長
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（注） 2026年４月１日付の執行役員は以下のとおりです。

地 位 氏 名 担 当
社 長 野 房 喜 幸 CEO
専務執行役員 石 澤 毅 安全・防災・環境管理部、技術総括部、第１技術部、第２技

術部、ジオ・エンジニアリング部の担当
常務執行役員 川 森 陽 一 営業総括部、業務部、加工・橋梁事業本部の担当、兼加工・

橋梁事業本部長
常務執行役員 田 村 挙 勝 第２事業本部の担当、兼第２事業本部長
常務執行役員 彦 坂 良 治 経営企画部の統括、総務部、財務部、監査部、事務管理部の

担当
常務執行役員 宮 島 敏 彰 第４事業本部の担当、兼第４事業本部長
常務執行役員 岩 﨑 伸 一 人事部、ＩＣＴ推進部の担当
常務執行役員 内 海 信 武 第３事業本部の担当、兼第３事業本部長
執 行 役 員 出 山 勝 弘 工場総括部、工場部門の担当
執 行 役 員 五十嵐 信行 第１事業本部の担当、兼第１事業本部長
執 行 役 員 佐 伯 耕 一 工事本部の担当、兼工事本部長
執 行 役 員 谷 垣 顯 治 経営企画部、業務改革推進部の担当、兼経営企画部長
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3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役、監査役、執行役員および取締役会決議により選任された当社の管理

職従業員を被保険者とした会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保
険会社との間で締結（保険料は全額当社負担）し、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起
因して負担することになる損害賠償金および争訟費用等を補填することとしております。

4. 取締役および監査役の報酬等
（1）取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

① 役員報酬制度に関する基本的な考え方
当社は、2021年4月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に

係る決定方針（以下、決定方針という）を決議し、2024年4月25日の取締役会決議によ
り一部改定した決定方針に従い役員報酬制度を設計・運用しております。
＜決定方針の内容の概要＞
・役員報酬は、株主総会、取締役会決議に基づき、企業価値の持続的な成長に向けたイン
センティブとなるよう個々の取締役の役割等に応じた基本報酬と業績連動報酬（年次賞
与および株式報酬）で構成する。

・基本報酬は、役位、職責、在任年数等に応じて決定し、月例の固定報酬として金銭で支
給する。

・年次賞与は、対象年度の連結経常利益を業績指標として基本報酬に一定割合を乗じて算
定するものとし、年1回金銭で支給する。

・株式報酬は、退任時に信託を通じて当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当
の金銭を給付する。

・社外取締役および監査役については、独立した客観的な立場から経営の監督、監査を行
うという役割に鑑み、基本報酬のみを支給する。

・個々の取締役の報酬は、代表取締役社長 野房喜幸氏に2012年6月28日開催の株主総会
で決議された限度額の範囲内で決定することを委任する。

・その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえ
た賞与の評価配分とする。

・これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門に
ついて評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためである。

② 基本報酬および年次賞与について
当社は、2012年6月28日開催の第45回定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額

を月額15百万円以内としております。なお、当該決議に係る員数は5名です。
年次賞与は、当該報酬限度額別枠として株主総会において決議された総額の範囲内で支
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給することとしており、その額は決定方針に従い、当事業年度における連結経常利益を業
績連動指標とし、達成度に応じて基本報酬に一定割合を乗じて額を算定しております。当
事業年度を含む連結経常利益の推移については、「I 企業集団の現況に関する事項 5. 財産
および損益の状況の推移」に記載しております。
当社は、営業活動に加えて財務活動も含めた総合的な収益力の向上が重要であることと

事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標として連結経常利
益を選定しております。

③ 株式報酬について
当社は、2012年6月28日開催の第45回定時株主総会決議により、取締役の報酬限度額

を月額15百万円以内としておりますが、当該報酬額とは別枠として取締役の報酬と当社
の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみ
ならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企
業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、2024年6月20日開催の第57回
定時株主総会決議により業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入いたし
ました。
本制度においては、当社が定める役員株式給付規程に従い、取締役に対して、事業年度

ごとに、業績連動部分および在任期間部分としてポイントが付与されます。業績連動部分
については、役位別に定めるポイントに、連結自己資本利益率（連結ROE）に関する業績
連動係数を乗じて算定いたします。在任期間部分については、役位別に定めるポイント
に、当該役位の在任期間に応じた調整係数を乗じて算定いたします。取締役退任時に累積
したポイント数を、1ポイントあたり当社普通株式1株に換算して当社株式等を給付いた
します。
取締役に給付する当社株式は、当社が拠出する金銭を原資に信託を通じて取得されま

す。第57回定時株主総会決議により、2025年3月末日で終了する事業年度から2027年3
月末日で終了する事業年度までの3事業年度およびその後の各3事業年度ごとの期間を対
象として本制度を導入し取締役への当社株式等の給付を行うため、当社株式の取得の原資
として、以下の金銭を信託に拠出しております。社外取締役を除く取締役および執行役員
に対して付与するポイントの上限数は１事業年度当たり50,000ポイント（うち取締役分
21,000ポイント）であるため、本信託設定時には、150,000株を上限として取得に必要
な資金を信託に拠出しております。なお、当該決議の対象となる取締役は3名となります。
当社は中期経営計画（2025-2027年度）において、ROE8%以上を財務目標として掲

げており、その達成に向けて各施策を着実に実行していくことが重要と考え、株式報酬の
うち業績連動部分の数の算定の基礎としてROEを選定いたしました。
当事業年度のROEについては、「I 企業集団の現況に関する事項 2. 対処すべき課題」

に記載しております。
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なお、当事業年度においては、当社取締役に対する当社株式等の給付は行っておりませ
ん。
また、株主総会において解任の決議をされた場合、在任中に役員株式給付規程に規定す

る事項が生じた場合は、取締役会の決議により、当該取締役の給付を受ける権利を失効さ
せることができることとしております。また、給付を受けた者であっても、役員株式給付
規程に規定する事項が生じた場合には、取締役会の決議により、既に給付した当社株式等
に相当する経済価値の返還を請求することができることとしております。

④ 監査役に関する報酬の方針
監査役に関しては、決定方針において、独立した客観的な立場から経営の監督、監査を

行うという役割に鑑み、基本報酬のみを支給し、その個人別の額は、株主総会で定めた報
酬限度額の範囲内において監査役の協議によって定める旨を規定しております。監査役の
報酬限度額は、2006年６月29日開催の第39回定時株主総会決議において月額6百万円と
しており、当該定時株主総会終結時点の監査役員数は4名です。

（2）取締役および監査役の報酬等の額

区分 報酬等の額

報酬等の種類別の総額

人数
基本報酬 役員賞与

株式報酬等
業績連動部分 在任期間部分

取締役
(うち社外取締役)

114百万円
（14百万円）

82百万円
（14百万円）

23百万円
（ー）

0百万円
（ー）

9百万円
（ー）

6名
(3名)

監査役
(うち社外監査役)

41百万円
（22百万円）

41百万円
（22百万円）

ー
（ー）

ー
（ー）

ー
（ー）

4名
(2名)

（注）業績連動報酬等の一部である役員賞与は、本総会において決議予定の役員賞与であります。

（3）取締役の個人別の報酬の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長 野房喜幸氏に各取締役の報酬等の額の決定を委任してお

ります。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評
価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。

5. 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役および監査役全員との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づ
く賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

2026年05月25日 10時02分 $FOLDER; 53ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 53 ―

６. 社外役員に関する事項
（1）重要な兼職の状況等および当社との関係
区分 氏名 兼職先会社名 兼職の内容 当社との関係

取締役 佐藤 健介

みずほリース株式会社 常務取締役 当社はみずほリース株式会社の
持分法適用会社となります。

みずほ東芝リース株式会社 取締役 特別な関係はありません。

メトレック株式会社 取締役 特別な関係はありません。

取締役 浅野 幹雄 日東工業株式会社 社外取締役
(監査等委員) 特別な関係はありません。

取締役 村田 恒子
株式会社ミルボン 社外取締役 特別な関係はありません。
株式会社ひとまいる 社外取締役 特別な関係はありません。
住友精密工業株式会社 社外取締役 特別な関係はありません。

監査役 上田 美帆

サンライズ法律事務所 弁護士 特別な関係はありません。
株式会社リーガルコーポレー
ション 社外取締役 特別な関係はありません。

株式会社熊谷組 社外取締役
(監査等委員) 特別な関係はありません。

（注）1. 社外取締役の佐藤健介氏は、みずほ東芝リース株式会社の取締役を2025年6月26日付で退任
しております。

2. 社外監査役の上田美帆氏は、株式会社熊谷組の社外監査役を2025年6月27日付で退任し、同
社の監査等委員である社外取締役に就任しております。
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（2）当事業年度における主な活動状況

区分 氏名 出席回数 / 在任中の開催回数 主な活動内容取締役会 監査役会

取締役 佐藤 健介 14回/14回 −

豊富な業務経験と、リース・金融業
務全般に関する幅広い知識と高い見識
に基づき、取締役会において、公正か
つ客観的な立場から適切な発言を行っ
ております。

取締役 浅野 幹雄 14回/14回 −
長年にわたる会社役員としての経営

に関する豊富な経験に基づき、取締役
会において、公正かつ客観的な立場か
ら適切な発言を行っております。

取締役 村田 恒子 14回/14回 −

法務・CSRに関する長年の経験や企
業経営に関する知識と豊富な知見に基
づき、取締役会において、公正かつ客
観的な立場から適切な発言を行ってお
ります。

監査役 野神 光弘 14回/14回 14回/14回

取締役会においては、必要に応じ、
豊富な業務経験に基づき、社外監査役
として公正かつ客観的な立場から適切
な発言を適宜行っております。
監査役会においては、社外監査役と

して行った監査の報告をし、毎回他の
監査役が行った監査について、必要に
応じて意見を述べております。

監査役 上田 美帆 14回/14回 14回/14回

取締役会においては、必要に応じ、
弁護士としての専門的知識に基づき、
公正かつ客観的な立場から適切な発言
を適宜行っております。
監査役会においては、社外監査役と

して行った監査の報告をし、毎回他の
監査役が行った監査について、必要に
応じて意見を述べております。
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（3）社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

区分 氏名 期待される役割に関して行った職務の概要

取締役 佐藤 健介

取締役会等において、豊富な業務経験と、リース・金融業務全般
に関する幅広い知識と高い見識に基づき、社外取締役としての立場
から、建機事業を含む事業展開の方向性をはじめ、中期経営計画の
策定を含む経営に関する助言、リスクの指摘を行い、当社が期待す
る当社経営の監督およびガバナンス充実の役割を果たしておりま
す。

取締役 浅野 幹雄

取締役会等において、長年にわたる会社役員としての企業経営に
関する知識と豊富な見識に基づき、社外取締役としての独立した立
場から、海外を含む事業展開の方向性をはじめ、中期経営計画の策
定を含む経営に関する助言、リスクの指摘を行い、当社が期待する
当社経営の監督およびガバナンス充実の役割を果たしております。

取締役 村田 恒子

取締役会等において、法務・CSRに関する長年の経験や企業経営
に関する知識と豊富な知見に基づき、社外取締役としての独立した
立場から、内部統制体制をはじめ、中期経営計画の策定を含む経営
に関する助言、リスクの指摘を行い、当社が期待する当社経営の監
督およびガバナンス充実の役割を果たしております。
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Ⅳ 会計監査人の状況
1. 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
（1）公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬

48百万円
（2）当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

48百万円
（注) 1. 監査役会は、前期の監査実績の相当性、当期の監査計画の内容および報酬額の妥当性等を

検討した結果、会計監査人の報酬等に同意いたしました。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記(1)の金
額はこれらの合計額を記載しております。

3. 当社の海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けてお
ります。

3. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場

合には、監査役会が検討のうえ、監査役全員の同意によって会計監査人を解任いたします。ま
た、上記に準ずる場合、その他必要があると監査役会が判断したときは、会計監査人の解任ま
たは不再任を株主総会の目的といたします。
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Ⅴ 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
1. 業務の適正を確保するための体制についての決議の内容

当社は、取締役会において以下の「内部統制体制構築の基本方針」を決議しております。

「内部統制体制構築の基本方針」
当社の企業理念、グループ行動憲章、サステナビリティ課題への取り組みの基本方針ならび

に定款、取締役会規程等をはじめとする、業務遂行に関わるすべての規範、規程、規則、指
針、運用細則等（以下「諸規程・規則」）は包括的一体として、当社の内部統制体制を構成す
るものである。従い、当取締役会として、諸規程・規則が遵守されるよう図るとともに、企業
活動に関わる法令変更あるいは社会環境の変化に従い、更に業務の効率性の観点において、当
社の体制および諸規程・規則について適宜の見直し、修正が行われることにより、上記法令の
目的・趣旨が実現されるよう努めるものとする。

1. 当社および子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制
（1）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

① 重要事項は取締役会において審議をすることとし、業務執行は代表取締役社長のもと、
職務権限規程その他関係諸規程に則り、各業務担当執行役員がこれに当たるものとす
る。

② サステナビリティ委員会を設置し、内部統制システム構築に向け継続的見直しおよび整
備を行うとともに、同委員会内に設置する意識・活動定着部会を中心に倫理ホットライ
ンの適正な運用を図る。

③ 内部監査部門は法令、規程等に則っているかの適正性の監査を行い、監査結果を代表取
締役社長、取締役会および監査役に報告する。

④ 関係法令の改正等に対しては、各執行部門において適宜検証し、必要に応じ社内規程を
改正するとともに、継続的に見直しをするほか、コンプライアンス等について社内教育
を行う。

（2）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 毎月定例的に開催する取締役会において重要事項を決定するほか各取締役の業務の執行

状況について報告するとともに、必要に応じて経営会議等会議体の審議を経て、職務権
限規程等に則り決定する。

② 取締役会等の会議体の審議の充実を図る。
③ 取締役会規程、職務権限規程、稟議規程等業務執行、意思決定に係わる社内規程を継続

的に整備し、効率的業務の執行がなされるよう図る。
④ 重要事項について取締役会その他で意思決定をする際には、関係する執行部門の意見を
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聴取するほか必要かつ適切な情報が提供されるよう図る。
（3）取締役の職務の執行に係わる情報の保存および管理に関する体制

① 取締役会議事録を作成するとともに、意思決定、職務の執行に係わる情報は、稟議規
程、JFEグループ文書管理規程に則り、検索可能な状態で適正に保存、管理する。

② 職務の執行上取扱う情報等は、JFEグループ秘密情報管理規程、個人情報管理規程およ
びJFEグループ情報セキュリティ管理規程のほか、関連諸規程に則り適正に管理する。

（4）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 業務執行上のリスクに関しては、業務担当執行役員の指示のもと継続的にその把握と対

応に努めることとしており、重要事項に関しては必要に応じて関連諸規程に従い取締役
会等において審議検討することとする。

② 上記①のほかサステナビリティ委員会と同委員会内に設置する人事労働部会、安全・防
災・環境・BCP部会、内部統制・コンプライアンス部会、グループ環境部会、意識・活
動定着部会等により全社横断的にリスクの把握に努める。

③ 情報開示体制を整備し、適正な情報開示に努める。
④ 災害、事故等のリスクに関してはリスク管理規程を制定しリスク管理体制の充実を図

る。
（5）当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 当社は、当社および当社傘下のグループ会社の規模、事業の性質、機関の設計その他各
社の特性を踏まえ、企業集団全体として適切な内部統制体制を構築する。

② 当社は、グループ経営に関する重要事項ならびに当社傘下のグループ会社の重要事項
（損失の危険の管理に関する事項を含む）について、当社取締役会規程や当社が定める
国内関係会社管理規程・海外関係会社管理規程等により決定手続等を定め、適切な会議
体において審議・決定し、または報告を受ける。

③ 当社は、サステナビリティ委員会を設置し、当社および当社傘下のグループ会社の倫理
法令遵守に関する基本方針および重要事項の審議・決定を行い、施策の実施状況を監督
するとともに、倫理法令遵守の経営を推進する。当社傘下のグループ会社は、会社の規
模、事業の性質、機関の設計、その他会社の個性および性質を踏まえ、必要な倫理法令
遵守体制を整備する。

④ 当社は、倫理ホットラインについて、当社および当社傘下のグループ会社を含むグルー
プ全体の倫理法令遵守に関する重要な情報が現場から経営トップに直接伝わる制度とし
て、当社の使用人のほか当社傘下のグループ会社の使用人等も利用者として整備し、適
切に運用する。

⑤ 当社の内部監査部門は、当社および当社傘下のグループ会社の業務の有効性・効率性な
らびに法令および定款の遵守状況について監査する。
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⑥ 当社および当社傘下のグループ会社は、財務報告の信頼性を確保するために必要な体
制、適時適切な情報開示のために必要な体制を整備する。

2. 当社監査役の職務の執行のために必要な体制
（1）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項
監査役と事前に協議し、使用人を配置する。

（2）監査役の職務を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役室の使用人人事に関しては監査役と協議する。

（3）監査役の職務を補助する使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当該使用人は、監査役の指揮命令下で監査役監査に関する業務を行う。

（4）監査役への報告に関する体制
① 取締役、執行役員および使用人は取締役会ほかの重要会議の開催を監査役に通知し、監

査役はそれら重要な会議に出席し報告を受けることができるものとする。
② 取締役、執行役員および使用人は必要に応じまたは監査役会、監査役の要請に応じ、監

査役会、監査役に対して職務の執行状況（当社および当社傘下のグループ会社に関する
重要事項を含む）を報告する。当社傘下のグループ会社の取締役、執行役員および使用
人は、必要に応じまたは監査役会、監査役の要請に応じ、監査役会、監査役に対して職
務の執行状況を報告する。

③ 当社は、倫理ホットラインについて、監査役に対して直接通報または相談を行うことが
できる制度として整備する。また、倫理ホットライン事務局等が受けた通報または相談
された法令違反行為等については、監査役に対して、その都度内容を報告する。

（5）監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制
当社は、倫理ホットラインについて、監査役に法令違反行為等を通報または相談した者

および通報または相談された法令違反行為等を監査役に報告した者が不利な取り扱いを受
けないことを規程に定め適切に運用する。

（6）監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行
について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役の職務執行に必要な費用について請求があった場合、特に不合理なもの

でなければ前払いまたは償還に応じる。
（7）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 取締役、執行役員および使用人は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、
取締役等との意見交換、当社傘下のグループ会社調査、当社傘下のグループ会社監査役
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との連携等、監査役の活動が円滑に行われるよう監査環境の整備に協力する。
② 監査役は、会計監査人、内部監査部門の監査結果（当社または当社傘下のグループ会社

の重要事項を含む）について適宜報告を受け、それぞれと緊密な連携を図る。

2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社は、業務の適正を確保するための体制につき、「内部統制体制構築の基本方針」に従い、

以下のとおり整備・運用いたしております。

（1）取締役等の職務執行および内部監査にかかる体制
① 当社の経営に関する重要事項および当社傘下のグループ会社の重要事項について、取締

役会規程、経営会議規程において決定手続きを明確に定め、同手続きに従い取締役会お
よび経営会議で十分な審議を経たうえで決定・報告を行っております。なお、当期中に
取締役会規程および経営会議規程の付議基準を、審議の充実や適切な議題選定の観点か
ら見直しております。当期中は取締役会を14回、経営会議を15回開催いたしました。

② 取締役・執行役員・使用人の職務権限について、当社の社内規程において明確に定め、
同規程を遵守しております。

③ 内部監査部門において業務の有効性・効率性、法令・定款の遵守状況について適切に監
査を実施しております。

（2）リスク管理・コンプライアンスにかかる体制
① コンプライアンス体制の整備・推進を目的に、サステナビリティ委員会を当期中４回開

催しております。
そして、同委員会内で運営される、人事労働部会、安全・防災・環境・BCP部会、内部
統制・コンプライアンス部会、グループ環境部会、意識・活動定着部会において、リス
クの把握に努めるとともに個別の具体的なテーマを取り上げ、研修等必要な施策を実施
しております。
本年度の各部会の実施状況は以下のとおりです。

a. 人事労働部会では、企業価値向上に向けて人的資本に関する様々な課題に対して、施
策を検討・実施しております。

b. 安全・防災・環境・BCP部会では、当社における安全・防災・環境・BCPの現況を把
握し、必要な対策を検討・実施しております。

c. 内部統制・コンプライアンス部会では、内部監査部門が実施した内部統制、リスクマ
ネジメントの評価および内部統制、コンプライアンスに関わる問題点について、必要
な対策の検討、水平展開の実施等の活動を行っております。

d. グループ環境部会では、鋼材のリユースを中心とした事業モデルのさらなる進展を図
るとともに、温室効果ガスの排出削減に向け、排出量算定および削減目標の設定、各
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種施策立案・進捗管理ならびにTCFD提言に基づく情報開示等の活動を行っておりま
す。

e. 意識・活動定着部会では、SDGsへの取り組み推進や、コンプライアンスに関する各
種研修等を中心としたサステナビリティ課題に関わる活動全般の定着に向けた取り組
みを検討・実施しております。

② 当社および当社傘下のグループ会社の従業員等が利用できる内部通報制度として「倫理
ホットライン」を整備し、通報・相談者の不利益取扱い禁止に関する規程の遵守を含
め、適切に運用しております。なお、担当部署が受けた通報・相談は、監査役へ報告す
るとともに、取締役会において運用状況の報告を行っております。

（3）情報の保存・管理にかかる体制
① 取締役会および経営会議での審議資料・議事録について、関係する法令および社内規程

に基づき、適切に作成・保存・管理を行っております。
② 社内において作成された決裁書等、職務執行に係る重要な文書について、社内規程に基

づき、適切に作成・保存・管理を行っております。
（4）監査役に関する体制

① 監査役の指揮命令下において監査役の職務を補助する使用人を置き、当該使用人につい
て取締役からの独立性を確保しております。

② 監査役監査の実効性を確保するため、取締役会への出席のほか、監査役については経営
会議、サステナビリティ委員会等に出席し、執行状況が確認できる体制としておりま
す。また、監査役に対し、各部門の業務の執行状況について定期的に報告を行っており
ます。

③ 監査役の職務執行に係る費用について、予算措置を講じ必要な費用を確保しておりま
す。

④ 当社の監査役は、当社の内部監査部門から監査結果について定期的に報告を受けるとと
もに、会計監査人との間でも定期的かつ必要時に報告聴取・意見交換等を行うなど、内
部監査部門・会計監査人それぞれと緊密な連携を図っております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注） 本事業報告中に記載の金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額
百万円 百万円

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流動資産 81,096 流動負債 40,126

現金及び預金 10,610 支払手形及び買掛金 15,921
受取手形 366 電子記録債務 7,174
売掛金 25,068 短期借入金 1,101
契約資産 3,093 未払法人税等 1,841
電子記録債権 8,025 契約負債 5,751
建設仮設材 28,244 賞与引当金 1,669
商品 3,042 役員賞与引当金 41
製品 362 受注損失引当金 314
仕掛品 948 その他 6,312
原材料及び貯蔵品 536 固定負債 6,728
その他 860 長期借入金 1,808
貸倒引当金 △59 繰延税金負債 2,197

再評価に係る繰延税金負債 1,622
役員退職慰労引当金 94

固定資産 41,440 株式給付引当金 46
有形固定資産 26,388 退職給付に係る負債 418
賃貸用建設機械 4,065 その他 542
建物及び構築物 4,719 負債合計 46,854
機械装置及び運搬具 2,369 （ 純 資 産 の 部 ）
土地 12,928 株主資本 67,603
その他 2,307 資本金 4,398

無形固定資産 1,696 資本剰余金 3,712
のれん 806 利益剰余金 59,633
その他 891 自己株式 △140

投資その他の資産 13,356 その他の包括利益累計額 3,677
投資有価証券 5,558 その他有価証券評価差額金 2,316
退職給付に係る資産 6,269 土地再評価差額金 △1,044
その他 1,654 為替換算調整勘定 348
貸倒引当金 △126 退職給付に係る調整累計額 2,057

非支配株主持分 4,403
純資産合計 75,683

資産合計 122,537 負債・純資産合計 122,537
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連 結 損 益 計 算 書
（2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

科 目 金 額
百万円 百万円

売上高 115,680
売上原価 89,217

売上総利益 26,463
販売費及び一般管理費 18,451

営業利益 8,012
営業外収益
受取利息 38
受取配当金 152
投資有価証券売却益 47
持分法による投資利益 210
固定資産売却益 18
為替差益 196
受取保険金 7
受取補償金 94
その他 43 805

営業外費用
支払利息 71
固定資産処分損 23
その他 14 107

経常利益 8,709
特別利益
負ののれん発生益 401
投資有価証券売却益 220 621

特別損失
段階取得に係る差損 418 418

税金等調整前当期純利益 8,912
法人税、住民税及び事業税 2,745
法人税等調整額 207 2,952

当期純利益 5,960
非支配株主に帰属する当期純利益 107
親会社株主に帰属する当期純利益 5,853
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連結株主資本等変動計算書
（2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

株 主 資 本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
当期首残高 4,398 4,592 55,774 △142 64,621
当期変動額
剰余金の配当 △1,994 △1,994
親会社株主に帰属する当期純利益 5,853 5,853
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 2 2
連結子会社持分の増減 △879 △879
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額）

当期変動額合計 − △879 3,859 2 2,982
当期末残高 4,398 3,712 59,633 △140 67,603

その他の包括利益累計額
非支配株主

持分 純資産合計その他有価証
券評価差額金

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
当期首残高 1,344 △1,044 134 1,227 1,661 5 66,287
当期変動額
剰余金の配当 △1,994
親会社株主に帰属する当期純利益 5,853
自己株式の取得 △0
自己株式の処分 2
連結子会社持分の増減 △879
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （純 額） 972 214 831 2,016 4,398 6,414

当期変動額合計 972 − 214 831 2,016 4,398 9,396
当期末残高 2,316 △1,044 348 2,057 3,677 4,403 75,683
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連 結 注 記 表
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項等

1. 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 9社
主要な連結子会社の名称は、レンタルシステム㈱であります。
当連結会計年度において、当社の持分法適用関連会社であったFUCHI Pte. Ltd.（以

下「FUCHI社」）の株式を第三者割当増資引受の方法により取得し、FUCHI社及びその
子会社２社を連結子会社にしております。

2. 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社の数 １社
持分法を適用した関連会社の名称は、協友リース㈱であります。
当連結会計年度において、FUCHI社の株式を第三者割当増資引受の方法により取得

し、同社が持分法適用関連会社から連結子会社になったため、持分法適用の範囲から除
外しています。

持分法を適用していない関連会社の数 該当事項はありません。
なお、北日本建材リース㈱については、2025年４月４日付で株式を譲渡したことに

より、持分法を適用していない関連会社から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社である㈱オトワコーエイの決算日は２月末日であり、ベトナム現地法人

GECOSS VIETNAM COMPANY LIMITED並びにシンガポール現地法人FUCHI社及
びその子会社２社の決算日は12月末日であります。
連結計算書類の作成にあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。その他の連結子
会社の決算日は、連結決算日と一致しております。
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4. 会計方針に関する事項
① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
・市場価格のない
株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定しております。)

・市場価格のない
株式等

移動平均法による原価法

② 建設仮設材の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価から定額法により計算した減耗費を控除する方法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

③ その他の棚卸資産の評価基準及び評価方法
主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）

④ 固定資産の減価償却の方法
（イ）有形固定資産

（リース資産を除く）
定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属
設備を除く）、2016年４月１日以降に取得した建物附属設
備及び構築物、並びに連結子会社が保有する賃貸用建設機
械については定額法

（ロ）無形固定資産
（リース資産を除く）

定額法
なお、のれんについては効果の発現する期間を合理的に見
積り、当該期間（10年）にわたり均等償却

（ハ）リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をリース契約上に残
価保証の取決めのあるものは当該残価保証額、それ以外の
ものは零とする定額法によっております。

（ニ）使用権資産 在外連結子会社が、IFRS第16号（リース）を適用したこ
とにより計上した使用権資産については、定額法を採用し
ております。

2026年05月25日 10時02分 $FOLDER; 67ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 67 ―

⑤ 重要な引当金の計上基準
（イ）貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等に
ついては財務内容評価法により回収不能見込額を計上して
おります。

（ロ）賞与引当金 従業員及び執行役員（取締役である執行役員を除く）の賞
与支給に充てるため、支給見込額基準により計上しており
ます。

（ハ）役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込
額に基づき計上しております。

（ニ）受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度
末における受注契約のうち損失の発生が見込まれ、かつそ
の金額を合理的に見積もることができる受注契約について
損失見込額を計上しております。

（ホ）役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末
要支給額を計上しております。

（ヘ）株式給付引当金 役員株式給付規程に基づく取締役及び執行役員への当社株
式の給付等に備えるため、当連結会計年度末において対象
者に付与されるポイントに対応する当社株式の株価を見積
り計上しております。

⑥ 退職給付に係る会計処理の方法
（イ）退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
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（ロ）数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連
結会計年度から費用処理することとしております。

（ハ）小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付

に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用して
おります。

⑦ 重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、下記の５ステップアプローチに基づいて、収益を認識しておりま

す。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する

当社グループは、重仮設事業において、主として建設仮設材及び関連商品群の賃貸・
販売、仮設工事の施工を行うほか、建設機械事業においては、主として賃貸用建設機械
の賃貸を行っており、ともに財・サービスの引き渡し、提供を履行義務として認識して
おります。

（イ）販売に係る収益
顧客との契約に基づき、商品の納品時点で商品の支配が顧客に移転すると判断し

ていることから、原則として商品の納品時点又は顧客が検収した時点で収益を認識
しておりますが、国内の取引については出荷時から納品時までの期間が通常の期間
であるため、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識し
ております。
なお、取引において当社及び連結子会社が代理人に該当すると判断したものにつ

いては、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額
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で収益を認識しております。

（ロ）賃貸及び工事に係る収益
顧客との契約に基づき、財・サービスに対する支配が契約期間にわたり顧客に移

転することから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断しております。
賃貸については顧客による財の使用期間に応じて収益を認識しており、工事につ

いては発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているた
め、インプット法により進捗度を測定し収益を認識しております。
なお、工事契約において進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する

費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しておりま
す。

収益は顧客との契約において約束された対価から、値引き等を控除した金額で測定し
ております。また、買戻条件が付された建設仮設材の取引に係る収益の認識方法におい
ては、顧客から受け取ると見込まれる対価の額を、見積もった顧客の使用予定期間にわ
たって収益を認識しております。
なお、取引の対価は履行義務を充足してから概ね１年以内に受領しており、重要な金

融要素は含まれておりません。

表示方法の変更
（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度において「流動負債」の「その他」に含めて表示しておりました「契約負
債」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。
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連結貸借対照表注記
１. 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

２. 有形固定資産の減価償却累計額 41,147百万円

３. 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再
評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づ
き、事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る繰延税金負債を「再評価に係る繰
延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」とし
て純資産の部に計上しております。
・再評価の方法…「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第
119号）第２条第３号及び第４号に定める方法によっております。

・再評価を行った年月日…2002年３月31日
・再評価を行った土地の時価の下落による当連結会計年度末における再評価後の帳簿価額
との差額…2,211百万円

４. 担保付資産及び担保付債務
(1) 担保に供している資産（帳簿価額）

現金及び預金 ７百万円
その他の固定資産 999百万円

計 1,006百万円
(2) 担保に係る債務（帳簿価額）

短期借入金 44百万円
長期借入金 283百万円

計 327百万円

連結損益計算書注記
1. 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。
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連結株主資本等変動計算書注記
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

当連結会計年度
期 首 株 式 数

当連結会計年度
増 加 株 式 数

当連結会計年度
減 少 株 式 数

当連結会計年度末
株 式 数

普通株式 33,795,746株 −株 −株 33,795,746株

2. 新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

3. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

(決 議) 株式の種類 配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2025年６月19日
定時株主総会 普通株式 1,149 34 2025年３月31日 2025年６月20日

2025年10月29日
取締役会 普通株式 845 25 2025年９月30日 2025年12月１日

（注）１．2025年６月19日定時株主総会の決議による配当金の総額には、取締役及び執行役員向け株式交付信
託の信託財産として㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金５百万円
が含まれております。

２．2025年10月29日取締役会の決議による配当金の総額には、取締役及び執行役員向け株式交付信託の
信託財産として㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金４百万円が含
まれております。

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

(決議予定) 株式の種類 配当金の総額
(百万円) 配当の原資 １株当たり

配当額(円) 基 準 日 効力発生日

2026年６月25日
定時株主総会 普通株式 1,487 利益剰余金 44 2026年３月31日 2026年６月26日

（注）2026年６月25日定時株主総会の決議による配当金の総額には、取締役及び執行役員向け株式交付信託の
信託財産として㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式に対する配当金６百万円が含まれており
ます。
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金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金に限定しております。また、資金
調達については銀行借入及びファイナンス・リース取引等によっております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産並びに電子記録債権は、顧客の信用リ

スクに晒されております。
投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格

の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、１年以内の支払期日であ

ります。
借入金のうち短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びファ

イナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資及び長期運転資金に必要な資金
調達を目的としたものであります。なお、返済日及び償還日は決算日後、最長で８年後
であります。
また、営業債務や借入金及びリース債務は、流動性リスクを認識しております。
海外子会社に対する外貨建貸付金等の債権は、為替変動リスクに晒されております。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、信用管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うととも
に、財務状況等を定期的にモニタリングし、信用度合に応じて与信限度枠を設定する
ことで不良債権の発生防止に努める体制を取っております。連結子会社についても、
当社の信用管理規程に準じて、同様の管理を行っております。
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② 市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券である株式は、投資取扱規程に従って、定期的に時価や投資先の財務

状況等を把握するとともに、投資効果を勘案して保有状況を見直すことで市場リスク
を管理しております。
外貨建て貸付金等の債権にかかる為替の変動リスクについては、財務部門にて定期

的にその変動をモニタリングしております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管
理
当社グループでは、各部署からの報告に基づき、財務部が資金繰計画を作成・更新

することにより流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等

を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、

次のとおりであります。
連結貸借対照表計上額

（百万円)
時価

（百万円)
差額

（百万円)
投資有価証券 3,805 3,805 −
資産計 3,805 3,805 −

長期借入金（１年以内に返済予定
の長期借入金を含む） 2,559 2,559 −

負債計 2,559 2,559 −

（注１） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項
資産
現金及び預金、受取手形、売掛金、電子記録債権

これらは短期間で決済されるものであるため、時価が帳簿価額に近似するものであるこ
とから、注記を省略しております。
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投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの

有価証券に関する事項については、以下のとおりであります。
① 売買目的有価証券

該当事項はありません。

② 満期保有目的の債券
該当事項はありません。

③ その他有価証券

種類 連結貸借対照表
計上額 (百万円)

取得原価
(百万円)

差額
（百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

株式 3,805 420 3,385
債券 − − −
その他 − − −

小計 3,805 420 3,385
連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

株式 − − −
債券 − − −
その他 − − −

小計 − − −
合計 3,805 420 3,385
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④ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

種類 売却額
（百万円）

売却益の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

株式 254 242 −

その他 − − −

合計 254 242 −

負債
支払手形及び買掛金、電子記録債務

これらは短期間で決済されるものであるため、時価が帳簿価額に近似するものであるこ
とから、注記を省略しております。

長期借入金（１年以内に返済予定の長期借入金を含む）
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定さ

れる利率で割り引いた現在価値により算定しております。

（注２） 市場価格のない株式等

区 分 連結貸借対照表計上額 (百万円)
非上場株式 206

これらについては、「投資有価証券」には含めておりません。
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（注３） 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
(百万円)

１年超
５年以内
(百万円)

５年超
10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

現金及び預金 10,576 − − −
受取手形 366 − − −
売掛金 25,022 − − −
電子記録債権 8,024 − − −

合計 43,988 − − −

（注４）短期借入金及び長期借入金（１年以内に返済予定の長期借入金を含む）の連結決算日
後の返済予定額

１年以内
(百万円)

１年超
２年以内
(百万円)

２年超
３年以内
(百万円)

３年超
４年以内
(百万円)

４年超
５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

短期借入金 351 − − − − −
長期借入金 751 364 364 930 44 106

合計 1,101 364 364 930 44 106
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3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格によ

り算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプット

を用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ

ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル
に時価を分類しております。

（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券 3,805 − − 3,805

資産計 3,805 − − 3,805

該当事項はありません。 − − − −

負債計 − − − −

2026年05月25日 10時02分 $FOLDER; 78ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 78 ―

（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

該当事項はありません。 − − − −

資産計 − − − −

長期借入金
（１年以内に返済予定の長期借入金を含む） − 2,559 − 2,559

負債計 − 2,559 − 2,559

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
活発な市場における相場価格を用いて上場株式を評価しており、レベル１の時価に分

類しております。
長期借入金
借入契約毎に分類した当該長期借入金の元利金を同様の借入において想定される利率

で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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収益認識に関する注記
1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
報告セグメント

重仮設事業 建設機械事業 計

一時点で移転される財及びサービス 54,672 4,891 59,563
一定の期間にわたり移転される財及びサービス 47,444 8,673 56,117
顧客との契約から生じる収益 102,116 13,564 115,680
その他の収益 − − −

外部顧客への売上高 102,116 13,564 115,680

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するために基礎となる情報は、「連結計算書類の作成のための基本となる

重要な事項等 4.会計方針に関する事項 ⑦重要な収益及び費用の計上基準」に記載の
通りであります。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関
係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識
すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

（1）契約資産及び契約負債の残高等
(単位：百万円)

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 36,490

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 33,459

契約資産（期首残高） −

契約資産（期末残高） 3,093

契約負債（期首残高） 3,285

契約負債（期末残高） 5,751

（注）１．契約資産は、主に、一部の連結子会社における顧客との工事請負契約におい
て期末時点で履行義務の進捗により収益を認識しているが未請求の対価に対

2026年05月25日 10時02分 $FOLDER; 80ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 80 ―

する権利に関するものです。
契約資産は、対価に対する連結子会社の権利が無条件になった時点で、顧客
との契約から生じた債権へ振り替えられます。

２．契約負債は、主に、重仮設事業における顧客からの前受金に関するものであ
り、収益の認識に伴い取り崩されます。

３．当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含ま
れていた額は、3,281百万円であります。

４．過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に
認識した収益（例えば、取引価格の変動）の額に重要性はありません。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
重仮設事業に属する一部の連結子会社において、当連結会計年度末に残存履行義務に

配分した取引価格の総額は9,595百万円であります。当該履行義務は概ね５年以内に収
益の認識を見込んでおります。

１株当たり情報に関する注記
1. １株当たり純資産額 2,118円51銭
2. １株当たり当期純利益 173円96銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

2026年05月25日 10時02分 $FOLDER; 81ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 81 ―

その他の注記
（役員株式所有制度の内容）

当社は、2024年６月20日開催の第57回定時株主総会の決議におきまして、当社の取締
役及び執行役員（以下、取締役等）に対する、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（Ｂ
ＢＴ（＝Board Benefit Trust））」（以下、「本制度」といいます。）を導入いたしました。
当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する
取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号2015年３月26日）に準じて、信託の
資産及び負債を企業の資産及び負債に計上する総額法を適用しております。

①取引の概要
本制度の導入に際し制定した「役員株式給付規程」に定める受益者要件を満たした対象

取締役等に対し当社株式を給付する仕組みであります。
将来給付する株式を予め取得するために、当社は本制度の信託財産として㈱日本カスト

ディ銀行（信託Ｅ口）に金銭を信託し、当該信託銀行はその信託された金銭により当社株
式を取得しております。

②信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、

純資産の部に自己株式として計上しております。
自己株式の帳簿価額及び株式数
当連結会計年度 138百万円、147千株

（取得による企業結合）
当社は、2025年７月25日開催の取締役会において、当社の持分法適用関連会社であった

FUCHI社の第三者割当増資引受により株式を取得し、子会社化することについて決議いたし
ました。当該決議に基づき、同日付で契約を締結、2025年８月21日に出資を実行いたしま
した。
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1. 企業結合の概要
(1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 FUCHI Pte. Ltd.
事業の内容 重仮設業

(2) 企業結合を行った主な理由
FUCHI社は、シンガポールとマレーシアを拠点に重仮設業を展開しております。同社

はSingapore Structural Steel Society の最高グレード認証資格であるS1 を取得す
るなど高い技術力を有し、MRT（シンガポールの都市高速鉄道）建設工事を中心に多
くの地下工事を手掛けております。
当社は中長期的な成長戦略に必要となる海外事業展開を推進していく中核企業として

FUCHI社を位置付け、将来的な子会社化を視野に入れたうえで、2023 年６月に
FUCHI社発行済み株式の30%を取得、持分法適用関連会社とし、共同で事業運営に取
り組んでまいりました。
シンガポールの事業環境は、MRT・高速道路等の公共工事を中心に中長期的に安定

した需要が見込まれております。同地において高い技術力と顧客基盤を有するFUCHI社
と、当社グループの国内営業ネットワークやオペレーション手法を組み合わせることに
より、当社主導での事業拡大のシナジー創出を加速させるとともに、その成長に向けた
財務体質を強固なものとするため、今般FUCHI社が実施する増資により議決権所有割合
を70%とし、FUCHI社を連結子会社化することを決定いたしました。

(3) 企業結合日
2025年８月21日（株式取得日）
2025年６月30日（みなし取得日）

(4) 企業結合の法的形式
現金を対価とする第三者割当増資引受による株式取得

(5) 結合後企業の名称
変更はありません。

(6) 取得した議決権比率
企業結合直前に所有していた議決権比率 30.0％
企業結合日に追加取得した議決権比率 40.0％
取得後の議決権比率 70.0％
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(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したためであります。

2. 連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
2025年７月１日から2025年12月31日まで
なお、被取得企業は持分法適用関連会社であったため、2025年１月１日から2025年

６月30日までの業績は、持分法による投資損益として計上しております。

3. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
企業結合の直前に保有していた株式の
企業結合日における時価 647百万円

現金 2,876百万円
取得原価 3,523百万円

4. 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額
段階取得に係る差損 418百万円

5. 主要な取得関連費用の内訳及び金額
アドバイザリー費用等 90百万円

6. 発生した負ののれんの金額及び発生原因
企業結合時の時価純資産が取得原価を上回ったため、その差額401百万円を負ののれん

発生益として特別利益に計上しております。
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７. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 8,256百万円
固定資産 3,194百万円
資産合計 11,450百万円

流動負債 6,162百万円
固定負債 2,558百万円
負債合計 8,720百万円

８. 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結
計算書類に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

当該影響の概算額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年５月20日
ジェコス株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 田 哲 也
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 市 川 典 史

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ジェコス株式会社の2025年４月１日から2026

年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、ジェコス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用さ
れる規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法

人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、
その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかど
うか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかど
うか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計
算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個
別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重
要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、
監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結
計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求め
られている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や
状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並び
に連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切
な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査
に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき

利害関係はない。
以 上
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在）

科 目 金 額 科 目 金 額
百万円 百万円

（ 資 産 の 部 ） （ 負 債 の 部 ）
流動資産 66,847 流動負債 32,213

現金及び預金 8,591 支払手形 238
受取手形 326 電子記録債務 5,323
売掛金 22,651 買掛金 13,295
電子記録債権 7,673 短期借入金 570
建設仮設材 22,641 未払金 1,650
商品 2,899 未払費用 307
製品 362 未払法人税等 1,740
仕掛品 820 前受金 5,738
原材料 525 預り金 1,401
前払費用 99 賞与引当金 1,497
短期貸付金 64 役員賞与引当金 23
その他 200 受注損失引当金 274
貸倒引当金 △3 その他 156

固定負債 2,931
固定資産 34,352 繰延税金負債 1,165
有形固定資産 17,000 再評価に係る繰延税金負債 1,622
賃貸用建設機械 0 退職給付引当金 29
建物 1,966 役員退職慰労引当金 40
構築物 913 株式給付引当金 46
機械及び装置 1,045 その他 29
車両運搬具 20
工具、器具及び備品 359 負債合計 35,143
土地 12,564 （ 純 資 産 の 部 ）
建設仮勘定 105 株主資本 64,830
その他 29 資本金 4,398

無形固定資産 504 資本剰余金 4,596
ソフトウエア 447 資本準備金 4,596
電話加入権 3 利益剰余金 55,977
その他 54 利益準備金 490

投資その他の資産 16,848 その他利益剰余金 55,486
投資有価証券 3,932 買換資産特定積立金 38
関係会社株式 7,551 別途積立金 14,838
関係会社長期貸付金 1,415 繰越利益剰余金 40,610
破産更生債権等 16 自己株式 △140
長期前払費用 11 評価・換算差額等 1,226
前払年金費用 3,286 その他有価証券評価差額金 2,270
その他 722 土地再評価差額金 △1,044
貸倒引当金 △86 純資産合計 66,056

資産合計 101,200 負債・純資産合計 101,200

2026年05月25日 10時02分 $FOLDER; 89ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 89 ―

損 益 計 算 書
（2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

科 目 金 額
百万円 百万円

売上高 96,678
売上原価 75,166

売上総利益 21,512
販売費及び一般管理費 14,228

営業利益 7,284
営業外収益
受取利息 52
受取配当金 3,743
固定資産売却益 12
その他 289 4,096

営業外費用
支払利息 11
会員権売却損 9
固定資産処分損 13
その他 0 33

経常利益 11,346
特別利益
関係会社貸倒引当金戻入額 19
投資有価証券売却益 220 239

税引前当期純利益 11,586
法人税、住民税及び事業税 2,538
法人税等調整額 △123 2,415

当期純利益 9,171
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株主資本等変動計算書
（2025

2026
年
年

４
３

月
月

１
31

日から
日まで）

株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合 計買換資産

特定積立金 別途積立金 繰越利益
剰 余 金

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円
当期首残高 4,398 4,596 490 38 14,838 33,433 48,799 △142 57,651
当期変動額
剰余金の配当 △1,994 △1,994 △1,994
当期純利益 9,171 9,171 9,171
自己株式の取得 △0 △0
自己株式の処分 2 2
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額）

当期変動額合計 − − − − − 7,177 7,177 2 7,179
当期末残高 4,398 4,596 490 38 14,838 40,610 55,977 △140 64,830

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 土地再評価差額金 評価・換算差額等合計
百万円 百万円 百万円 百万円

当期首残高 1,311 △1,044 267 57,918
当期変動額
剰余金の配当 △1,994
当期純利益 9,171
自己株式の取得 △0
自己株式の処分 2
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （純 額） 959 959 959

当期変動額合計 959 − 959 8,138
当期末残高 2,270 △1,044 1,226 66,056
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個 別 注 記 表

重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
（イ）子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
（ロ）その他有価証券

・市場価格のない
株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。）

・市場価格のない
株式等

移動平均法による原価法

2. 建設仮設材の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価から定額法により計算した減耗費を控除する方法（貸借対照表価

額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

3. その他の棚卸資産の評価基準及び評価方法
（イ）商品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）
（ロ）製品 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）
（ハ）仕掛品 個別法による原価法（一部、移動平均法による原価法）（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
（ニ）原材料 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）

4. 固定資産の減価償却の方法
（イ）有形固定資産

（リース資産を除く）
定率法
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属
設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法

2026年05月25日 10時02分 $FOLDER; 92ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



― 92 ―

（ロ）無形固定資産 定額法

（ハ）リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額をリース契約上に残
価保証の取決めのあるものは当該残価保証額、それ以外の
ものは零とする定額法によっております。

5. 引当金の計上基準
（イ）貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等に
ついては財務内容評価法により回収不能見込額を計上して
おります。

（ロ）賞与引当金 従業員及び執行役員（取締役である執行役員を除く）の賞
与支給に充てるため、支給見込額基準により計上しており
ます。

（ハ）役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込
額に基づき計上しております。

（ニ）受注損失引当金 受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末に
おける受注契約のうち損失の発生が見込まれ、かつその金
額を合理的に見積もることができる受注契約について損失
見込額を計上しております。
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（ホ）退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退
職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しておりま
す。また、執行役員（取締役である執行役員を除く）の退
職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額
を計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事

業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費
用処理しております。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に
よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年
度から費用処理することとしております。

（ヘ）役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末
要支給額を計上しております。

（ト）株式給付引当金 役員株式給付規程に基づく取締役及び執行役員への当社株
式の給付等に備えるため、当事業年度末において対象者に
付与されるポイントに対応する当社株式の価額を見積り計
上しております。
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6. 収益及び費用の計上基準
当社は、下記の５ステップアプローチに基づいて、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する

当社は、主として建設仮設材及び関連商品群の賃貸・販売、仮設工事の施工を行ってお
り、財・サービスの引き渡し、提供を履行義務として認識しております。

（イ）販売に係る収益
顧客との契約に基づき、商品の納品時点で商品の支配が顧客に移転すると判断して

いることから、原則として商品の納品時点又は顧客が検収した時点で収益を認識して
おりますが、国内の取引については出荷時から納品時までの期間が通常の期間である
ため、重要性等に関する代替的な取扱いを適用し、出荷時点で収益を認識しておりま
す。
なお、取引において当社が代理人に該当すると判断したものについては、顧客から

受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識してお
ります。

（ロ）賃貸及び工事に係る収益
顧客との契約に基づき、財・サービスに対する支配が契約期間にわたり顧客に移転

することから、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断しております。
賃貸については顧客による財の使用期間に応じて収益を認識しており、工事につい

ては発生した原価が履行義務の充足における進捗度に比例すると判断しているため、
インプット法により進捗度を測定し収益を認識しております。
なお、工事契約において進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費

用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。

収益は顧客との契約において約束された対価から、値引き等を控除した金額で測定して
おります。また、買戻条件が付された建設仮設材の取引に係る収益の認識方法において
は、顧客から受け取ると見込まれる対価の額を、見積もった顧客の使用予定期間にわたっ
て収益を認識しております。
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なお、取引の対価は履行義務を充足してから概ね１年以内に受領しており、重要な金融
要素は含まれておりません。

7. 退職給付に係る会計処理
未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結貸

借対照表と異なります。
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貸借対照表注記
1. 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

2. 関係会社に対する債権・債務
関係会社に対する短期金銭債権 233百万円
関係会社に対する短期金銭債務 631百万円

3. 有形固定資産の減価償却累計額 17,894百万円

4. 「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評
価に関する法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、
事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額に係る繰延税金負債を「再評価に係る繰延税
金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純
資産の部に計上しております。
・再評価の方法…「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第
119号）第２条第３号及び第４号に定める方法によっております。

・再評価を行った年月日…2002年３月31日
・再評価を行った土地の時価の下落による当事業年度末における再評価後の帳簿価額との
差額…2,211百万円

５. 保証債務及び手形遡求債務等
当社の子会社であるFUCHI Pte. Ltd.に対して、次のとおり債務保証を行っておりま

す。
金融機関からの借入 982百万円
工事履行に対するボンド 630百万円
設備未払金 204百万円
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損益計算書注記
1. 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

2. 関係会社との取引高
売上高 693百万円
仕入高 3,696百万円
その他の営業取引高 343百万円
営業取引以外の取引高 3,650百万円

3. 関係会社貸倒引当金戻入額
当社の連結子会社であるトラック・エンド・メンテナンス・サービス㈱に対するもので

あります。

株主資本等変動計算書注記
自己株式の種類及び株式数に関する事項

当 事 業 年 度
期 首 株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当事業年度末
株 式 数

普通株式 151,877株 214株 2,600株 149,491株
（注）1. 当事業年度末の自己株式数には、信託が保有する自社の株式が147,400株含まれてお

ります。
２. 増加は、単元未満株式の買取り（214株）によるものであり、減少は株式交付信託に

よる取締役等への交付（2,600株）によるものであります。
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税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産 百万円
収益認識基準変更 168
賞与引当金 471
貸倒引当金 8
会員権評価損 74
未払事業税 101
未払社会保険料 58
役員退職慰労引当金 13
子会社株式 19
その他 210
繰延税金資産小計 1,122
評価性引当額 △116
繰延税金資産合計 1,006

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 1,041
前払年金費用 1,033
その他 97
繰延税金負債合計 2,171

繰延税金負債の純額 1,165
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関連当事者との取引に関する注記
1. 親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

2. 兄弟会社等

種類 会社等の名称
議決権等の所有
(被所有)割合

(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

その他の関
係会社の子

会社
JFE商事鉄鋼建材㈱ ―

大口仕入先 商品の仕入等 10,356 買掛金 3,903

商品の販売先 商品の販売等 499 売掛金 373

その他の関
係会社の子

会社
JFE西日本ジーエス㈱ ― 商品の貸出先 商品の賃貸等 3,097 売掛金 1,261

（注）1. 取引条件及び取引条件の決定方針等
市場価格等を勘案して価格交渉のうえ、取引条件を決定しております。
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３. 子会社等

種類 会社等の名称
議決権等の所有
(被所有)割合

(％)

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科目 期末残高
(百万円)

子会社 レンタルシステム㈱ 直接51.0 役員の兼任等
営業上の取引

関係会社受取
配当金 3,399 ― ―

子会社 FUCHI Pte. Ltd. 直接70.0

役員の兼任等
資金の融資
増資の引受
債務保証

資金の融資 416 関係会
社長期
貸付金

1,299
受取利息 39

増資の引受 2,876 ― ―

借入金等に対
する保証 1,817

― ―
債務保証料の
受取 6

（注）1. 取引条件及び取引条件の決定方針等
関係会社受取配当金には、特別配当によるものが含まれております。
資金の融資については、市場金利を勘案して決定しております。
増資の引受は、FUCHI Pte. Ltd.が行った第三者割当増資を引き受けたものであります。取引価格の
算定については双方の合意に基づく価格により決定しております。
FUCHI Pte. Ltd.の金融機関からの借入金等に対し債務保証を行っております。債務保証料について
は、市場金利を勘案して決定しております。
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収益認識に関する注記
収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表と同一であります。

１株当たり情報に関する注記
1. １株当たり純資産額 1,963円26銭
2. １株当たり当期純利益 272円58銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

その他の注記
（役員株式所有制度の内容）
取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（ＢＢＴ（＝Board

Benefit Trust））」については、連結注記表「その他の注記」に同一の内容を記載しているた
め、記載を省略しております。
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会計監査人の監査報告書
独立監査人の監査報告書

2026年５月20日
ジェコス株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 吉 田 哲 也
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 市 川 典 史

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ジェコス株式会社の2025年４月１日から

2026年３月31日までの第59期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監
査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用され
る規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成

し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及
び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人

はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
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計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、そ
の他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか
検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか
注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、そ

の事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切

であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重

要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類
等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に
又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性が
あると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職

業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応

した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部
統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
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・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実
性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監
査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類
等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められてい
る。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計
算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事
項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去する
ための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用
している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第59期事業年度における取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報
告いたします。

1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

（1）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査規程ならびに監査計画および職務の分担等に従い、取締役
等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施
いたしました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務および財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子

会社から事業の報告を受け、子会社に赴き、業務および財産の状況を調査いたしました。
② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が、法令および定款に適合することを確保するため
の体制、その他株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なも
のとして、会社法施行規則第100条第１項および第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の
内容および当該決議に基づく体制（内部統制体制）の整備・運用状況を検証いたしました。
なお、財務報告に係る内部統制についても、取締役等およびEY新日本有限責任監査法人から適宜

報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。ま
た、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、
会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。

（2）監査役会は、監査計画、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告
を受けたほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。

以上の方法に基づき、監査役および監査役会は、当該事業年度に係る事業報告、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびこれらの附属明細書ならびに連結計算
書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検討い
たしました。
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2. 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと
認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められ
ません。

③ 内部統制体制に関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制体制に関
する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指
摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類およびその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

2026年５月20日
ジェコス株式会社 監査役会
監査役（常勤）井 澤 信 之 ㊞
監査役（常勤）野 神 光 弘 ㊞
監査役 山 内 宏 和 ㊞
監査役 上 田 美 帆 ㊞

（注） 監査役 野神光弘および監査役 上田美帆は、会社法第２条第16号および第335条第３項に定める社
外監査役であります。

以 上
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株主総会会場ご案内

東京ドームホテル
地下１階 シンシア
東京都文京区後楽一丁目３番61号
TEL：（03）5805－2111（代表）

JR中央線・総武線
水道橋駅（東口） 徒歩 約２分

都営地下鉄 三田線
水道橋駅（A２出口）  徒歩 約１分

東京メトロ 丸ノ内線
東京メトロ 南北線
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会 場

交通のご案内

■

■

■

■

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。
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